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    規     則 

和歌山県規則第53号 

和歌山県測量業者登録簿等閲覧規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和3年3月31日 

 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

和歌山県測量業者登録簿等閲覧規則の一部を改正する規則 

和歌山県測量業者登録簿等閲覧規則（昭和37年和歌山県規則第2号）の一部を次のように改正する。 

別記様式を次のように改める。 
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別記様式（第6条関係） 

 

 

受付番号   

 

測量業者登録簿等閲覧票 

 

 

年  月  日  

 

 

 

 和歌山県知事 様 

 

 

 

 

閲覧者氏名                 

 

 

住所                     

 

 

電話番号                   

閲覧しようとする登録簿等の種類   

測量業者の登録番号   

測量業者の商号又は名称   

その他必要な事項   

  

 

 

 

 

 

 

 



    和歌山県報  号外（18） 令和 3年 3月 31 日（水曜日） 

－ 4 － 

附 則 

（施行期日） 

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。 

（経過措置） 

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕っ

て使用することができる。 

 

和歌山県規則第54号 

 道路占用規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  令和3年3月31日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

   道路占用規則の一部を改正する規則 

 道路占用規則（昭和31年和歌山県規則第47号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

 （施行期日） 

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。 

 （経過措置） 

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕っ

て使用することができる。 

 

和歌山県規則第55号 

 和歌山県和歌川河川公園管理規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  令和3年3月31日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

   和歌山県和歌川河川公園管理規則の一部を改正する規則 

 和歌山県和歌川河川公園管理規則（平成16年和歌山県規則第21号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

 （施行期日） 

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。 

改 正 後 改 正 前

別記様式（第 3条関係） 別記様式（第 3条関係）

道 路 占 用 廃 止 届 道 路 占 用 廃 止 届
略 略

印氏名 氏名 ○
略 略

改 正 後 改 正 前

別記第 3 号様式（第 9 条関係） 別記第 3 号様式（第 9 条関係）
和歌川河川公園指定管理者指定申請書 和歌川河川公園指定管理者指定申請書

略 略
印代表者の氏名 代表者の氏名 ○

略 略
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 （経過措置） 

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕っ

て使用することができる。 

 

和歌山県規則第56号 

 砂防指定地の管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  令和3年3月31日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

   砂防指定地の管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 砂防指定地の管理に関する条例施行規則（平成15年和歌山県規則第82号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

改 正 後 改 正 前

別記第 1 号様式（第 2 条、第 5 条関係） 別記第 1 号様式（第 2 条、第 5 条関係）

砂防指定地内行為 砂防指定地内行為
許可申請書 許可申請書

砂防設備占用 砂防設備占用
略 略

氏名 氏名 印
略 略

別記第 2 号様式（第 3 条、第 6 条関係） 別記第 2 号様式（第 3 条、第 6 条関係）

砂防指定地内行為 砂防指定地内行為
変更許可申請書 変更許可申請書

砂防設備占用 砂防設備占用
略 略

氏名 氏名 印
略 略

別記第 3 号様式（第 8 条関係） 別記第 3号様式（第 8 条関係）

砂防指定地内行為 砂防指定地内行為
許可更新申請書 許可更新申請書

砂防設備占用 砂防設備占用
略 略

氏名 氏名 印
略 略

別記第 4 号様式（第 9 条関係） 別記第 4 号様式（第 9 条関係）

砂防指定地内行為 砂防指定地内行為
着手届 着手届

砂防設備占用 砂防設備占用
略 略

氏名 氏名 印
略 略

別記第 5 号様式（第 9 条関係） 別記第 5号様式（第 9 条関係）

砂防指定地内行為 砂防指定地内行為
終了（廃止・中止）届 終了（廃止・中止）届

砂防設備占用 砂防設備占用
略 略

氏名 氏名 印
略 略
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   附 則 

 （施行期日） 

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。 

 （経過措置） 

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕っ

て使用することができる。 

 

和歌山県規則第57号 

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  令和3年3月31日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

   急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則の一部を改正する規則 

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則（平成12年和歌山県規則第106号）の一部を次 

のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

 

別記第 6 号様式（第10条関係） 別記第 6号様式（第10条関係）

地 位 承 継 届 地 位 承 継 届
略 略

氏名 氏名 印
略 略

別記第 7 号様式（第11条関係） 別記第 7 号様式（第11条関係）

地 位 譲 渡 承 認 申 請 地 位 譲 渡 承 認 申 請
書 書

略 略
印

略 略
印

略 略

改 正 後 改 正 前

別記第 2 号様式（第 3 条関係） 別記第 2 号様式（第 3 条関係）

急傾斜地崩壊危険区域内行為許可 急傾斜地崩壊危険区域内行為許可
申請書 申請書

略 略
氏名 氏名 印

略 略

別記第 3 号様式（第 5 条関係） 別記第 3 号様式（第 5 条関係）

急傾斜地崩壊危険区域内行為変更 急傾斜地崩壊危険区域内行為変更
許可申請書 許可申請書

略 略
氏名 氏名 印

略 略

別記第 4 号様式（第 6 条関係） 別記第 4 号様式（第 6 条関係）
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   附 則 

 （施行期日） 

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。 

 （経過措置） 

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕っ

て使用することができる。 

 

和歌山県規則第58号 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則の一部を改正する規則を次

のように定める。 

令和3年3月31日 

急傾斜地崩壊危険区域内行為許可 急傾斜地崩壊危険区域内行為許可
更新申請書 更新申請書

略 略
氏名 氏名 印

略 略

別記第 5 号様式（第 7 条関係） 別記第 5 号様式（第 7 条関係）

急傾斜地崩壊危険区域内行為着手 急傾斜地崩壊危険区域内行為着手
届出書 届出書

略 略
氏名 氏名 印

略 略

別記第 6 号様式（第 7 条関係） 別記第 6 号様式（第 7 条関係）

急傾斜地崩壊危険区域内行為終了 急傾斜地崩壊危険区域内行為終了
（廃止、中止）届出書 （廃止、中止）届出書

略 略
氏名 氏名 印

略 略

別記第 7 号様式（第 8 条、第 9 条関係） 別記第 7号様式（第 8 条、第 9 条関係）

地位承継届出書 地位承継届出書
略 略

氏名 氏名 印
略 略

別記第 8 号様式（第11条関係） 別記第 8 号様式（第11条関係）

急傾斜地崩壊危険区域内行為届出 急傾斜地崩壊危険区域内行為届出
書 書

略 略
氏名 氏名 印

略 略

別記第 9 号様式（第13条関係） 別記第 9 号様式（第13条関係）

急傾斜地崩壊防止工事施行届出書 急傾斜地崩壊防止工事施行届出書
略 略

氏名 氏名 印
略 略
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 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則の一部を改正する規

則 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則（平成19年和歌山県規則第

92号）の一部を次のように改正する。 

別記第3号様式から別記第8号様式までを次のように改める。 
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別記第3号様式（第4条関係） 

 

 

 

特定開発行為変更許可申請書 

 

年  月  日 

 

 和歌山県知事      様 

 

申請者 住所                  

 

氏名                 

 

  法人にあっては、主たる事務所の所在地、名

称及び代表者の氏名 

 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第17条第1項の規定

により、特定開発行為の変更の許可について申請します。 

 

特

定

開

発

行

為

の

概

要 

開発区域に含まれる地域の名称   

開 発 区 域 の 面 積 m2    

  変更前 変更後 

特 定 予 定 建 築 物 の 用 途     

特定予定建築物の敷地の位置     

対 策 工 事 の 概 要     

対策工事以外の特定開発行為に

関する工事の概要 
    

変 更 の 理 由   

そ の 他 必 要 な 事 項   

特定開発行為許可番号 年   月   日   第   号   

※受 付 番 号 年   月   日   第   号   

※変更許可に付した条件   

※変 更 の 許 可 番 号 年   月   日   第   号   

 注 
  1 ※印のある欄は、記載しないこと。 
  2 「その他必要な事項」の欄には、特定開発行為の変更を行うことについて、他の

法令による許可、認可等を要する場合には、その手続の状況を記載すること。  
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別記第4号様式（第5条関係） 

 

 

 

特定開発行為変更届出書 

 

年  月  日 

 

 和歌山県知事      様 

 

届出者 住所                  

 

氏名                 

 

  法人にあっては、主たる事務所の所在地、名

称及び代表者の氏名 

 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第17条第3項の規定

により、特定開発行為の変更について下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

1 特定開発行為許可の年月日及び番号     年  月  日    第   号 

 

2 変更に係る事項 

 

  

変更前 変更後 

  

    

 

3 変更年月日             年   月   日 

 

4 変更の理由 
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別記第5号様式（第6条関係） 

 

 

 

住所等変更届出書 

 

年  月  日 

 

 和歌山県知事      様 

 

届出者 住所                  

 

氏名                 

 

  法人にあっては、主たる事務所の所在地、名

称及び代表者の氏名 

 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則第6条の規

定により、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

1 特定開発行為許可の年月日及び番号     年  月  日    第   号 

 

2 変更内容 

 

  

変更前 変更後 

  

    

 

3 変更年月日             年   月   日 

 

4 変更の理由 
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別記第6号様式（第7条関係） 

 

 

 

特定開発行為着手届出書 

 

年  月  日 

 

 和歌山県知事      様 

 

届出者 住所                  

 

氏名                 

 

  法人にあっては、主たる事務所の所在地、名

称及び代表者の氏名 

 

 特定開発行為に着手したので、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進

に関する法律施行細則第7条第1項の規定により、下記のとおり届け出ます。 

 

 

記 

 

 

1 特定開発行為許可の年月日及び番号     年  月  日    第   号 

 

 

2 開発区域に含まれる地域の名称 

 

 

3 着手年月日                年   月   日 
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別記第7号様式（第7条関係） 

 

 

 

特定開発行為休止届出書 

 

年  月  日 

 

 和歌山県知事      様 

 

届出者 住所                  

 

氏名                 

 

  法人にあっては、主たる事務所の所在地、名

称及び代表者の氏名 

 

 特定開発行為を休止したので、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進

に関する法律施行細則第7条第2項の規定により、下記のとおり届け出ます。 

 

 

記 

 

 

1 特定開発行為許可の年月日及び番号     年  月  日    第   号 

 

 

2 開発区域に含まれる地域の名称 

 

 

3 休止期間            年  月  日から   年  月  日まで 

 

 

4 休止の理由 

 

 

5 開発区域の状況及び休止期間の防災計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注 

  1 届出者の氏名(法人にあっては、その代表者の氏名)の記載を自署で行う場合にお

いては、押印を省略することができる。 

  2 休止時における当該行為の状況及び写真を添付すること。  

 

 

注 休止時における当該行為の状況及び写真を添付すること。 
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別記第8号様式（第9条関係） 

 

 

 

特定開発行為地位承継届出書 

 

年  月  日 

 

 和歌山県知事      様 

 

届出者 住所                  

 

氏名                 

 

  法人にあっては、主たる事務所の所在地、名

称及び代表者の氏名 

 

 特定開発行為の許可を受けた者の地位を承継したので、土砂災害警戒区域等における

土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則第9条第3項の規定により、下記のとおり

届け出ます。 

 

 

記 

 

 

1 特定開発行為許可の年月日及び番号     年  月  日    第   号 

 

 

2 開発区域に含まれる地域の名称 

 

 

3 許可を受けた者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び

代表者の氏名) 

 

 

4 承継年月日             年   月   日 

 

 

5 承継の理由 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



    和歌山県報  号外（18） 令和 3年 3月 31 日（水曜日） 

－ 15 － 

附 則 

（施行期日） 

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。 

（経過措置） 

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕っ

て使用することができる。 

 

和歌山県規則第59号 

和歌山県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和3年3月31日 

 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

和歌山県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

和歌山県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則（昭和60年和歌山県規則第66号）の一部を次

のように改正する。 

別記第1号様式及び別記第2号様式を次のように改める。 
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別記第1号様式（第3条関係） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 (表面) 

浄化槽保守点検業者登録申請書 

県証紙貼付欄 

登録の種類 新 規・更 新 
※登録番号 和歌山県知事登録第  －   号 

※登録年月日 年   月   日 

 和歌山県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第3条第1項の規定により、浄化槽保守

点検業者の登録の申請をします。 

年  月  日 

住所 
法人にあっては、主たる事

務所の所在地 

  

申請者                   

氏名 
法人にあっては、その名称

及び代表者の氏名  

郵便番号 (  ―  )         

電話番号 (  )  ―         

 和歌山県知事    様 

ふりがな 

氏名又は名称及び法

人にあっては、その

代表者の氏名 

  

  営業所の名称及び所在地 

名 称 郵 便 番 号 所 在 地 電 話 番 号 
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 (裏面) 

 役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者)の氏名及び役名 

氏 名 役 名 就任年月日 氏 名 役 名 就任年月日 

            

 営業区域(浄化槽保守点検業を営もうとする市町村ごとの区域)の名称 

  

営業所ごとに置かれる専任の浄化槽管理士の氏名及びその者が交付を受けた浄

化槽管理士免状の交付番号並びにその営業所に置かれるその他の浄化槽管理士

の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号 

別 紙 の

と お り 

申請時において既に受け

ている登録の登録番号 
和歌山県知事登録第 ― 号( 年 月 日登録) 

和歌山市長及びその他の都道府県知事の登録状況 

和 歌 山 市 長 第      号( 年 月 日登録) 

その他の都道府県知事 第      号( 年 月 日登録) 

備考 

 1 ※印のある欄には、記載しないこと。 

 2 次の書類及び図面を添付すること。ただし、知事が和歌山県本人確認情報の利用及び

提供に関する条例別表第1第5項の規定により登録の申請者に係る本人確認情報を利用

できるときは、(6)の住民票の写しを添付することを要しない。 

 (1) 登録の申請者が条例第5条第1項第1号から第6号までに該当しないことを誓約する

書類 

 (2) 条例第9条第2項に規定する器具の明細を記載した書類 

 (3) 営業区域ごとに連絡を取っている又は連絡を取る予定の浄化槽清掃業者の氏名又

は名称及び営業所の所在地を記載した書類 

 (4) 営業所に置かれる浄化槽管理士が浄化槽管理士免状の交付を受けた者であること

を証する書類 

 (5) 営業所の付近見取図 

 (6) 登録の申請者が個人である場合にあってはその者の住民票の写し、登録の申請者が

法人である場合にあってはその登記事項証明書 

 (7) その他知事が必要と認める書類又は図面 

 3 「新規・更新」については、不要のものを消すこと。 

 4 「営業所の名称及び所在地」欄は、申請者が県内に有する営業所全てについて記載す

ること。 

 5 記入欄に書ききれないときは、別添とすること。 

 6 正1通副2通(和歌山市に主たる営業所を設置する場合にあっては、正副各1通)を提出

すること。 

 7 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
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 (別紙) 

営業所ごとの専任の浄化槽管理士及びその他の浄化槽管理士の氏名及びその者が交付を

受けた浄化槽管理士免状の交付番号 

営 業 所 名 
  

専 任 の 浄 化 槽 管 理 士 

氏名 
  

浄化槽管理士免状の交付番号 
(  年  月  日交付) 

氏名 
  

浄化槽管理士免状の交付番号 
(  年  月  日交付) 

氏名 
  

浄化槽管理士免状の交付番号 
(  年  月  日交付) 

氏 名 浄化槽管理士免状の交付番号 氏 名 浄化槽管理士免状の交付番号 

  

(  年  月  日交付) 

  

(  年  月  日交付) 

  

(  年  月  日交付) 

  

(  年  月  日交付) 

  

(  年  月  日交付) 

  

(  年  月  日交付) 

  

(  年  月  日交付) 

  

(  年  月  日交付) 

  

(  年  月  日交付) 

  

(  年  月  日交付) 

  

(  年  月  日交付) 

  

(  年  月  日交付) 

備考 営業所ごとに作成すること。 
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別記第2号様式（第4条関係） 

 

 

 

誓 約 書 

 

年  月  日 

 

  和歌山県知事    様 

 

住所 
法人にあっては、主たる事

務所の所在地 

  

        申請者 

氏名 
法人にあっては、その名称

及び代表者の氏名  

 

 浄化槽保守点検業者の登録の申請者は、和歌山県浄化槽保守点検業者の登録に関する

条例第 5条第 1項第 1号から第 6号までに該当しない者であることを誓約します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4とする。  
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 別記第6号様式の2から別記第8号様式までを次のように改める。 
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別記第6号様式の2（第6条の2関係） 

  

 

 

 

 

浄化槽保守点検業者変更登録申請書 

県証紙貼付欄 

登 録 の種 類 変 更 

登 録 番 号 和歌山県知事登録第 ― 号 

登 録 年 月 日 年   月   日 

※ 変 更 登 録 年 月 日 年   月   日 

 和歌山県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第 5 条の 2 の規定により、変更の登録

の申請をします。 

年  月  日 

住所 
法人にあっては、主たる

事務所の所在地 

  

        申請者 

氏名 
法人にあっては、その名

称及び代表者の氏名  

           郵便番号(  ―  ) 

           電話番号(  )  ― 

  和歌山県知事    様 

ふりがな 

氏名又は名称及び

法人にあっては、

その代表者の氏名 

  

営 業 区 域 

変更前の営業区域の名称 拡大しようとする営業区域の名称 

    

備考 

 1 ※印のある欄には、記載しないこと。 

 2 次の書類又は図面を添付すること。 

  (1) 拡大する営業区域に係る営業区域ごとに連絡を取っている又は連絡を取る予定

の浄化槽清掃業者の氏名又は名称及び営業所の所在地を記載した書類 

  (2) 登録証 

  (3) その他知事が必要と認める書類又は図面 

 3 正 1通副 2通(和歌山市に主たる営業所を設置する場合にあっては、正副各 1通)を提

出すること。 

 4 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4とする。 
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別記第7号様式（第7条関係） 

  
 

浄化槽保守点検業者登録事項変更届出書 

 和歌山県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第 6 条第 1 項の規定により、次のとお

り変更の届出をします。 

年  月  日 

住所 
法人にあっては、主たる

事務所の所在地 

  

         届出者 

氏名 
法人にあっては、その名

称及び代表者の氏名  

           郵便番号(  ―  ) 

電話番号(  )  ―   

  和歌山県知事    様 

ふりがな 

氏名又は名称及び

法人にあっては、

その代表者の氏名 

  

登 録 番 号 和歌山県知事登録第  ―  号 

登 録 年 月 日 年   月   日 

変 更 に 係 る 事 項 変 更 前 変 更 後 変 更 年 月 日 

        

備考 

 1 次の書類又は図面を添付すること。ただし、知事が和歌山県本人確認情報の利用及び

提供に関する条例別表第1第5項の規定により変更の届出者に係る本人確認情報を利用

できるときは、(1)アの住民票の写しを添付することを要しない。 

 (1) 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる書類及び図面 

   ア 条例第3条第1項第1号に掲げる事項の変更の場合 浄化槽保守点検業者が個人

である場合にあってはその者の住民票の写し、浄化槽保守点検業者が法人である場

合にあってはその登記事項証明書 

   イ 条例第 3条第 1項第 2号に掲げる事項の変更の場合 次に掲げる場合に応じ、そ

れぞれ次に掲げる書類及び図面 

   (ア) 営業所を新たに設置する場合 その営業所に係る条例第 3 条第 2 項第 2 号に

規定する書類及びその営業所の付近見取図 

   (イ) 営業所の所在地を変更する場合 その営業所の付近見取図 

   ウ 条例第 3条第 1項第 3号に掲げる事項の変更の場合 法人の登記事項証明書 

   エ 条例第 3 条第 1 項第 5 号に掲げる事項の変更の場合(浄化槽管理士を新たに置く

場合に限る。) その変更に係る浄化槽管理士が浄化槽管理士免状の交付を受けた

者であることを証する書類 

 (2) その他知事が必要と認める書類又は図面 

 2 変更の届出に係る事項が登録証の記載事項に該当するときは、登録証を提出すること。 

 3 正 1通副 2通(和歌山市に主たる営業所を設置する場合にあっては、正副各 1通)を提

出すること。 

 4 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4とする。 
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別記第8号様式（第8条関係） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浄化槽保守点検業廃業等届出書 

年  月  日 

  和歌山県知事    様 

住所 
法人にあっては、主た

る事務所の所在地 

  

            届出者 

氏名 
法人にあっては、その

名称及び代表者の氏名  

              郵便番号(  ―  ) 

電話番号(  )  ―   

 和歌山県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第 7 条の規定により、次のとおり廃業

等の届出をします。 

廃業等を行う浄化槽保守点検業者 

住所 
法人にあっては、主た

る事務所の所在地 

  

氏名 
法人にあっては、その

名称及び代表者の氏名 

  

登 録 番 号 和歌山県知事登録第 ― 号 登録年月日 年  月  日 

廃業等届出者と

浄化槽保守点検

業者との関係 

  

廃業等の年月日 年  月  日 

廃業等の理由 

  

備考 

 1 次の書類を添付すること。 

  (1) 登録証 

  (2) その他知事が必要と認める書類 

 2 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4とする。 



    和歌山県報  号外（18） 令和 3年 3月 31 日（水曜日） 

－ 24 － 

附 則 

（施行期日） 

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。 

（経過措置） 

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕っ

て使用することができる。 

 

和歌山県規則第60号 

 和歌山県流域下水道事業の設置等に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  令和3年3月31日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

   和歌山県流域下水道事業の設置等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 和歌山県流域下水道事業の設置等に関する条例施行規則（平成17年和歌山県規則第104号）の一部を次

のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

 

 

 

 

 
 

   附 則 

 （施行期日） 

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。 

 （経過措置） 

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕っ

て使用することができる。 

 

和歌山県規則第61号 

都市計画法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和3年3月31日 

 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

都市計画法施行細則の一部を改正する規則 

都市計画法施行細則（昭和46年和歌山県規則第1号）の一部を次のように改正する。 

別記第4号様式から別記第6号様式までを次のように改める。 

改 正 後 改 正 前

別記様式（第 4 条関係） 別記様式（第 4条関係）
和歌山県流域下水道指定管理者指定申 和歌山県流域下水道指定管理者指定申
請書 請書

略 略
代表者の氏名 代表者の氏名 印

略 略
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別記第4号様式（第2条関係） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建 築 物 特 例 許 可 申 請 書 

 
 都市計画法第 41 条第 2項ただし書の規定による建築の許可を申請

します。 

     年  月  日 

   和歌山県知事        様 

許可申請者            

住 所            

氏 名            

※ 手 数 料 
 

1 開 発 許 可 番 号   年  月  日  第   号 

2 定められた制限内容 
  

3 建 築 物 の 用 途 
  

4 建築物を建築しよう

とする土地の所在、地

番 

  

5

 

許可を受ける具体的

内容 

  

6 申 請 理 由 
  

※ 受 付 番 号   年  月  日  第   号 

※ 許可に付した条件 
  

※ 許 可 番 号 
  

※
審

査 

  

  

 注 ※印欄は、記入しないこと。 
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別記第5号様式（第2条関係） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予定建築物以外の建築等許可申請書 

  都市計画法第 42条第 1項ただし書の規定による予定建築物以外 
※ 手 数 料 

 

の建築物 

の新築 

への改築 

への用途の変更 

の許可を申請します。 

     年  月  日 

  和歌山県知事    様 

許可申請者            

住 所            

氏 名            

1 開 発 許 可 番 号   年  月  日  第   号 

2 予定建築物の用途 
  

3 土地の所在、地番 
  

4

 

変更後の建築物の

用途 

  

5 法第 34条の該当号   

6 変 更 理 由 
  

※受 付 番 号   年  月  日  第   号 

※

許可に付した条件 

  

※許 可 番 号   年  月  日  第   号 

※ 

審

査 

  

  

 注  

1 ※印欄は、記入しないこと。 

   2 5 欄は、変更後の建築物が法第 34条第 1号から第 8号までのいずれかに該当する

場合のみ記入すること。 
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別記第6号様式（第2条関係） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地 位 承 継 承 認 申 請 書 

 
  年  月  日 

  和歌山県知事     様 

申請者           

住 所           

※ 手 数 料  

氏 名           

 都市計画法第 45条の規定により、 
開 発 

建 築 
許可に基づく地位を承継したいので、 

次のとおり申請します。 

許 可 番 号   年   月   日  第   号 

住 所 

被 承 継 人 

氏 名 

  

承 継 理 由 
  

承継した開発区域

に含まれる地域の

名称及び面積 

  

承 継 年 月 日   年   月   日 

※ 

受

付

処

理

欄 

  

  

 注  

1 ※印欄は、記入しないこと。 

   2 所有権その他の権原を取得したことを証する書類、申請者の資力、信用調書及び

工事施行者の工事能力調書を添付すること。 
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別記第11号様式を次のように改める。 
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別記第11号様式（第4条関係） 

 

工 事 着 手 届 

  年  月  日 

  和歌山県知事  様 

届出者 住 所            

氏 名            

 開発行為に関する工事に着手したいので、都市計画法施行細則第 4条の規定により届け出

ます。 

 開発許可年月日及び

許 可 番 号 
       年   月   日   第     号 

 

開発区域に含まれる

地 域 の 名 称 
  

工 事 着 手 年 月 日        年   月   日 

工事施行者住所氏名   

工
事
現
場
管
理
者 

住 所 氏 名   

連 絡 場 所 (電話) 

資格、免許等   

主
任
技
術
者 

住 所 氏 名   

連 絡 場 所   

資格、免許等   

※ 

受
付
処
理
欄 

  

 ※欄は、記入しないこと。 
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別記第13号様式を次のように改める。 
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別記第13号様式（第8条関係） 

 

地 位 承 継 届 出 書  

  年  月  日 

  和歌山県知事        様 

承継人 住 所            

氏 名            

 都市計画法第 44 条の規定により開発(建築)許可に基づく地位を承継したので、都市計画

法施行細則第 8条第 1 項の規定により次のとおり届け出ます。 

 

許可年月日 番号       年   月   日   第   号 

 

住 所 

被 承 継 人 

氏 名 

  

承 継 の 理 由   

開発区域に含まれる

地域の名称、面積 
  

承 継 年 月 日       年  月  日 

※ 

受
付
処
理
欄 

  

  

 注  

1 ※欄は、記入しないこと。 

   2 承継の理由が相続の場合は承継者の戸籍謄本等を、合併の場合は合併後の法人の

登記事項証明書をそれぞれ添付すること。 
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別記第15号様式を次のように改める。 
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別記第15号様式（第10条関係） 

 

正 

開発許可等不要証明申請書 

 都市計画法施行規則第60条の規定により、都市計画法 
第29条第1項 

第29条第2項 
の規定による 

許可を要しないことの証明書の交付を申請します。 

 

    年   月   日 

 

 和歌山県知事 様 

申請者 住所             

氏名             

1

 

建 築 主 の 住 所

及 び 氏 名 (電話番号)        

2

 

 

申請地の所在、地

番、地目、面積及

び 所 有 者 氏 名 

所 在   

地 番 地 目 面 積 所有者氏名 

    m2   

総面積 実測        m2        

3 用 途 地 域 等    □ 用途地域(      )  □ 無指定 

4 建 築物等の用 途 
  

5

 

建 築 物 等 の 構 造

及 び 規 模 

構造及び

階 数 
造   階建 高 さ m 

建築面積 m2 延 べ 面 積 m2 

6 造 成 計 画 概 要 

造成行為 □ 有(面積    m2)  □ 無    

擁壁新設 □ 有(高さ    m )  □ 無    

7 備 考   

※受付年月日及び番号 年    月    日  第    号  

※証明年月日及び番号 年    月    日  第    号  

※ 受 付 欄 

  ※手数料欄 

注 

 1 ※のある欄は、記載しないこと。 

 2 3及び6欄の□は、該当する箇所にチェックをいれること。 
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副 

開発許可等不要証明書 

 都市計画法施行規則第60条の規定により、都市計画法 
第29条第1項 

第29条第2項 
の規定による 

許可を要しないことを証明します。 

 

第       号  

年   月   日  

 

 申請者          様 

 

和歌山県知事          印  

1 

 

建 築 主 の 住 所

及 び 氏 名 
(電話番号)        

2 

 

 

申請地の所在、地

番、地目、面積及

び 所 有 者 氏 名 

所 在   

地 番 地 目 面 積 所有者氏名 

    m2   

総面積 実測        m2        

3 用 途 地 域 等    □ 用途地域(      )  □ 無指定 

4 建 築物等の用途 
  

5 

 

建 築 物 等 の 構 造

及 び 規 模 

構造及び

階 数 
造   階建 高 さ m 

建築面積 m2 延 べ 面 積 m2 

6 造 成 計 画 概 要 

造成行為 □ 有(面積    m2)  □ 無    

擁壁新設 □ 有(高さ    m )  □ 無    

7 備 考 
  

本証明書の有効期間は、証明日から1年間です。  
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附 則 

（施行期日） 

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。 

（経過措置） 

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕っ

て使用することができる。 

 

和歌山県規則第62号 

 和歌山県開発登録簿閲覧規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  令和3年3月31日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

   和歌山県開発登録簿閲覧規則の一部を改正する規則 

 和歌山県開発登録簿閲覧規則（昭和45年和歌山県規則第112号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

 （施行期日） 

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。 

 （経過措置） 

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕っ

て使用することができる。 

 

和歌山県規則第63号 

 和歌山県都市計画に関する公聴会規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  令和3年3月31日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

   和歌山県都市計画に関する公聴会規則の一部を改正する規則 

 和歌山県都市計画に関する公聴会規則（昭和44年和歌山県規則第102号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

改 正 後 改 正 前

別記様式（第 6 条関係） 別記様式

略 略

開発登録簿閲覧申請書 開発登録簿閲覧申請書
略 略

印氏名 氏名 ○
略 略

改 正 後 改 正 前

（公述の申出） （公述の申出）
第 4条 公聴会において意見を述べようとする者 第 4条 公聴会において意見をのべようとする者

（以下「公述人」という。）は、公聴会の日前 （以下「公述人」という。）は、公聴会の日前
7日までに、次に掲げる事項を記載した書面（ 7日までに、次に掲げる事項を記載した書面（
以下「公述申出書」という。）を知事に提出し 以下「公述申出書」という。）を知事に提出し
なければならない。 なければならない。

住所及び氏名 住所および氏名（押印）(１) (１)
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   附 則 

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。 

 

和歌山県規則第64号 

 和歌山県景観条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  令和3年3月31日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

   和歌山県景観条例施行規則の一部を改正する規則 

 和歌山県景観条例施行規則（平成20年和歌山県規則第81号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

 

職業及び年齢 職業および年齢(２) (２)
略 略(３) (３)

第 5 条 略 第 5 条 略

（記録の作成） （記録の作成）
第14条 略 第14条 略
2 前項の記録には、次に掲げる事項を記載しな 2 前項の記録には、次に掲げる事項を記載し、
ければならない。 議長が署名押印しなければならない。

略 略(１) (１)
公聴会の日時及び場所 公聴会の日時および場所(２) (２)
出席した公述人の住所及び氏名 出席した公述人の住所および氏名(３) (３)

・ 略 ・ 略(４) (５) (４) (５)

改 正 後 改 正 前

別記第 1 号様式（第 5 条の 2 関係） 別記第 1 号様式（第 5 条の 2 関係）
わかやま景観づくり協定（変更）認定 わかやま景観づくり協定（変更）認定
申請書 申請書

略 略
氏名 氏名 印

略 略

別記第 2 号様式（第 5 条の 3 関係） 別記第 2 号様式（第 5 条の 3 関係）
編入届出書 編入届出書

略 略
氏名 氏名 印

略 略

別記第 3 号様式（第 5 条の 4 関係） 別記第 3 号様式（第 5 条の 4 関係）
景観づくり報告書 景観づくり報告書

略 略
氏名 氏名 印

略 略

別記第 4 号様式（第 5 条の 5 関係） 別記第 4 号様式（第 5 条の 5 関係）
わかやま景観づくり協定廃止届出書 わかやま景観づくり協定廃止届出書

略 略
氏名 氏名 印

略 略

別記第 5 号様式（第 5 条の 7 関係） 別記第 5 号様式（第 5 条の 7 関係）

景観計画区域内における事前協議書 景観計画区域内における事前協議書
略 略

氏名 氏名 印
略 略

略 略
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   附 則 

 （施行期日） 

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。 

 （経過措置） 

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕っ

て使用することができる。 

 

和歌山県規則第65号 

 建築物等の外観の維持保全及び景観支障状態の制限に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次の

ように定める。 

  令和3年3月31日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

   建築物等の外観の維持保全及び景観支障状態の制限に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 建築物等の外観の維持保全及び景観支障状態の制限に関する条例施行規則（平成23年和歌山県規則第54

号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

 

 

添付書類 添付書類

略 略

別記第 6 号様式（第 8 条関係） 別記第 6 号様式（第 8 条関係）

景観計画区域内における行為の（ 景観計画区域内における行為の（
変更）届出書 変更）届出書

略 略
氏名 氏名 印

略 略

略 略

注 略 注 略

略 略

添付書類 添付書類

略 略

別記第 7 号様式（第10条関係） 別記第 7 号様式（第10条関係）

景観計画区域内における行為の届 景観計画区域内における行為の届
出に関する工事完了届出書 出に関する工事完了届出書

略 略
氏名 氏名 印

略 略

略 略

注 略 注 略

改 正 後 改 正 前

別記第 1 号様式（第 8 条関係） 別記第 1 号様式（第 8 条関係）
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 別記第2号様式から別記第5号様式までを次のように改める。 

 

 

 

景観支障除去措置に係る要請書 景観支障除去措置に係る要請書
略 略

氏 名 氏 名 印
略 略

略 略

添付書類 添付書類

略 略
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別記第2号様式（第8条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要請者一覧表(居住者) 

住 所 氏  名 
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別記第3号様式（第8条関係） 

 

 

 

要請者一覧表(居住者以外の土地の所有権又は借地権を有する者) 

権利の

種 別 
所在地 住 所 氏 名 
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別記第4号様式（第8条関係） 

 

 

 

 

景観支障除去措置に係る要請書 

 

年  月  日  

 

  和歌山県知事 様 

 

市町村長名                   

 

 

  建築物等の外観の維持保全及び景観支障状態の制限に関する条例第4条第1項の規定により、下記の景観

支障建築物等について、下記の建築物所有者等に対し景観支障除去措置を行わせるよう要請します。 

景観支障建築物等の所在地 
  

建築物所有者等(管理者及

び相続人含む。)の氏名及び

住所 

(所有者) 

(管理者・相続人) 

景観支障建築物等の概要 

従前の用途 
  

築年数 
  

構造・規模 
  使用してい

ない期間 

  

区域区分 

□特定景観形成地域 

 (              ) 

□バッファゾーン 

□国道168号沿道 

 

□その他 

景観支障建築物等の破損、

腐食等の状態 

  

周辺の良好な景観に対して

不調和である状態 

  

景観支障建築物等の維持保

全の状況 

  

 

 添付書類 

○建築物等の外観の維持保全及び景観支障状態の制限に関する条例施行規則第8条第2項の規定による添付

書類 

 (1) 景観支障建築物等の権利者及び当該景観支障建築物等の存する土地の権利者の一覧表 

 (2) 景観支障建築物等の位置を示す図書 

 (3) 景観支障建築物等及び当該景観支障建築物等の周辺の状況を示す写真 

 (4) その他知事が必要と認めるもの 
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別記第5号様式（第10条関係） 

 

 

 

 

 

 

景観支障除去措置の要請に係る報告書 

 

年  月  日  

 

  和歌山県知事 様 

 

市町村長名                     

 

 

  建築物等の外観の維持保全及び景観支障状態の制限に関する条例第4条第4項の規定により、下記の景観支

障建築物等について、下記の建築物所有者等に対し景観支障除去措置を行わせるよう要請をしたことに係る

周辺住民等の意見を聴取したので、その結果を報告します。 

景観支障建築物等の所在地 
  

建築物所有者等(管理者及

び相続人含む。)の氏名及び

住所 

(所有者) 

(管理者・相続人) 

景観支障建築物等の概要 

従前の用途 
  

築年数 
  

構造・規模 
  使用してい

ない期間 

  

生活環境への影響等に係る

周辺住民等の意見を聴取し

た方法 

  

周辺住民等の意見 

  

空家等対策の推進に関する

特別措置法に基づく指導 

(1)指導の有無 (有・無) 
有の場合は(2)を、無の場合は(3)

を記入すること。 

(2)指導時の所有者等

の反応 

  

(3)指導しない理由 
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   附 則 

 （施行期日） 

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。 

 （経過措置） 

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕っ

て使用することができる。 

 

和歌山県規則第66号 

 和歌山県都市公園条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  令和3年3月31日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

   和歌山県都市公園条例施行規則の一部を改正する規則 

 和歌山県都市公園条例施行規則（昭和34年和歌山県規則第92号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 別記第6号様式から別記第11号様式までを次のように改める。 
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別記第6号様式（第4条関係） 

 

 
 

 

受 領 書 

 

年 月 日        

            様 

 

返還を受けた者           

住 所               

氏 名               

 

 次のとおり工作物(現金)の返還を受けました。 

返還を受けた日時 
  

返還を受けた場所 
  

返

還

を

受

け

た

工

作

物 

整理番号 
  

名称又は種類 
  

 

 

形状又は特徴 

  

数量 
  

返還を受けた金額 
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別記第7号様式（第6条関係） 

 

 
公 園 施 設 の 設 置 

都 市 公 園 の 占 用 
工 事 完 了 届 

  年  月  日 

  

   和歌山県知事 様 

  

届出者住所            

氏名            

電話番号        

 次のとおり 
公園施設の設置 

都市公園の占用 
工事を完了しましたので、和歌山県都市公園条例第 

11 条第 1号の規定によりお届けします。 

都 市 公 園 名 

  

公 園 

  

工事を完了した公園

施設又は占用物件 

  

  

  

  

許 可 を 受 け た 年 月

日及び文書番号 

  

  年    月    日付け指令 第     号 

  

工 事 完 了 年 月 日 

  

    年    月    日 

  

そ の 他 必 要 な 事 項 

  

  

  

  

  



    和歌山県報  号外（18） 令和 3年 3月 31 日（水曜日） 

－ 46 － 

別記第8号様式（第6条関係） 

 

 

公 園 施 設 の 設 置 

公 園 施 設 の 管 理 

都 市 公 園 の 占 用 

廃 止 届 

  年  月  日 

  

   和歌山県知事 様 

  

届出者住所            

氏名            

電話番号        

 次のとおり 

公園施設の設置 

公園施設の管理 

都市公園の占用 

を廃止しましたので、和歌山県都市公園条例第 11 

条第 2号の規定によりお届けします。 

都 市 公 園 名 

  

公 園 

  

廃 止 し た 公 園 施 設

又は占用物件 

  

  

  

  

許 可 を 受 け た 年 月

日及び文書番号 

  

   年   月   日付け指令 第     号 

  

廃 止 年 月 日 

  

    年    月    日 

  

そ の 他 必 要 な 事 項 
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別記第9号様式（第6条関係） 

 

 

 

 

  

都 市 公 園 原 状 回 復 届 

  

  年  月  日 

  

   和歌山県知事 様 

  

届出者住所            

氏名            

電話番号        

 

 次のとおり都市公園を原状に回復いたしましたので、和歌山県都市公園条例第 11条第 3

号の規定によりお届けします。 

都 市 公 園 名 

  

公 園 

  

原状に回復した公園

施設又は占用物件 

  

  

  

  

許可を受けた年月日

及び文書番号 

  

   年   月   日付け指令 第     号 

  

原状に回復した年月

日 

  

   年   月   日 

  

その他必要な事項 
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別記第10号様式（第6条関係） 

 

 

 

  

工 事 完 了 届 

  

  年  月  日 

  

   和歌山県知事 様 

  

届出者住所          

氏名          

電話番号      

  

 次のとおり  年  月  日付け    第     号で命ぜられた工事を完了 

しましたので、和歌山県都市公園条例第 11条 
第 4 号 

第 5 号 
の規定によりお届けします。 

都 市 公 園 名 

  

公 園 

  

工 事 を 行 っ た 場 所 

  

  

  

  

工事を行った公園施設

又は占用物件 

  

  

  

  

工 事 完 了 年 月 日 

  

    年    月    日 

  

そ の 他 必 要 な 事 項 
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別記第11号様式（第14条関係） 

 

 

 

 

 

 

指定管理者指定申請書 

 

年   月   日   

 

   和歌山県知事   様 

 

(申請者)                   

主たる事務所の所在地             

団体名の名称                 

代表者氏名                  

 和歌山県都市公園条例第17条の規定により、下記の都市公園の指定管理者の指定を受け

たいので、申請します。 

記 

          都市公園名 
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   附 則 

 （施行期日） 

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。 

 （経過措置） 

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の別記第1号様式から別記第4号様式まで及び別記

第6号様式から別記第11号様式までの規定による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することがで

きる。 

 

和歌山県規則第67号 

 県民水泳場設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  令和3年3月31日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

   県民水泳場設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則 

 県民水泳場設置及び管理条例施行規則（昭和41年和歌山県規則第74号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

 （施行期日） 

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。 

 （経過措置） 

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕っ

て使用することができる。 

 

和歌山県規則第68号 

 和歌山県営相撲競技場設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  令和3年3月31日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

   和歌山県営相撲競技場設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則 

 和歌山県営相撲競技場設置及び管理条例施行規則（昭和36年和歌山県規則第34号）の一部を次のように

改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

改 正 前改 正 後

別記様式（第 8 条関係） 別記様式（第 8条関係）
県民水泳場指定管理者指定申請書 県民水泳場指定管理者指定申請書

略 略
申請者 申請者 印

略 略

改 正 後 改 正 前

別記様式（第 8 条関係） 別記様式（第 8条関係）
和歌山県営相撲競技場指定管理者指定 和歌山県営相撲競技場指定管理者指定
申請書 申請書

略 略
申請者 申請者 印

略 略
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 （施行期日） 

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。 

 （経過措置） 

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕っ

て使用することができる。 

 

和歌山県規則第69号 

和歌山県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和3年3月31日 

 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

和歌山県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則 

和歌山県屋外広告物条例施行規則（昭和59年和歌山県規則第85号）の一部を次のように改正する。 

別記第1号様式から別記第1号様式の5までを次のように改める。 
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別記第1号様式（第2条関係） 

屋 外 広 告 物 許 可 申 請 書 
 

年  月  日  

 和歌山県知事  様 

申請者 住所                   

氏名                   

(電話番号            )   

  法人にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名 

 和歌山県屋外広告物条例(昭和59年和歌山県条例第10号)第5条(第6条第5項、第6条第6項)の規定により、
次のとおり申請します。 

表示(設置)場所   区分 

□禁止地域等 
□許可地域等 
 □第1種地域 
 □第2種地域 
 □第3種地域 

□広告物活用地区 
□景観保全型広告整備地区 
□広告物協定地区 
 
 

種 類 
□自家用広告物等 

□一般広告物 

□建築物を利用する広告物    □案内広告物 
□独立して設置される広告物   □その他の広告物 
□工作物を利用する広告物 
□高速道路等沿道案内広告物 

電 光 表 示

広 告 物 

□ 有 

□ 無 

 照明

装置 

□ 有   □ 無 
 特殊

装置 

□有 

□無 

□回転 

□点滅 
□外部照明 □ネオン 
□内部照明 □その他(   ) 

表示面積(合計) 
m2 

表示面積(1面) 
m2 

数量 
個  
(枚) 

材質   

表示(設置)期間     年  月  日から     年  月  日まで 

工事予定期間     年  月  日から     年  月  日まで 

※所有者(管理

者 ) の 承 諾 

住所   

氏名   (電話      )  

※屋外広告物管

理者 

住所   

氏名 (電話      )  

施 工 者 

住所   

氏名 (電話      )  

和歌山県屋外広告業登録の年月日及び
番号 

       年    月    日 
和歌山県屋外広告業登録  第   号 

※他の法令に

よ る 許 可 

建築基準法による工作物の確認 要 ・ 不要 ・ 申請中 

道路法による占有の許可 要 ・ 不要 ・ 申請中 

その他の法令による許可 要 ・ 不要 法令名(        ) 

備 考   

(注) 
  1 □には、該当するものにレ印を記入してください。 
  2 ※印欄は、該当する場合に記入してください。 
  3 添付図書 
   (1) 位置図、付近見取図、仕様書、図面 
   (2) 建築物の延べ面積が明らかになる書類 
   (3) 所有者(管理者)の承諾書 
   (4) 他の法令による許可を要するものについては、その許可書の写し 
  4 広告物の表示面積、高さ、色彩等については、広告物の種類が高速道

路等沿道案内広告物以外の広告物の場合にあっては別紙1に、広告物の
種類が高速道路等沿道案内広告物の場合にあっては別紙2に記載してく
ださい。 

(収入欄) 
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別紙1 

広告物の種類が高速道路等沿道案内広告物以外の広告物 
1 広告物の種類ごとの表示面積、高さ、色彩等の内訳 
(1)壁面広告(1壁面当たり) 

合計表示面積 既表示面積 壁面面積 
色彩 

彩度8を超える色の使用割合 

m2 m2 m2 1／3超    1／3以下 

(2)突出し広告 

突出し幅 地面から広告物までの高さ 
色彩 

彩度8を超える色の使用割合 

m  
上端        m 
下端        m 

1／3超    1／3以下 

(3)屋上広告 

広告物の高さ 
地面から広告物上端
までの高さ  

建築物の高さ 
色彩 

彩度8を超える色の使用割合 

m  m  m  1／3超    1／3以下 

(4)独立して設置される広告物 
(自家用広告物等) 

表示面積 高さ 
色彩 

彩度8を超える色の使用割合 

1面当たり     m2 
合計面積     m2 

m   1／3超    1／3以下 

(一般広告物) 

表示面積 高さ 
色彩 

彩度8を超える色の使用割合 

1面当たり     m2 
合計面積     m2 

m   1／3超    1／3以下 

隣接する一般広告物との距離 信号機及び道路標識等からの距離 

m   m   

(5)その他の広告物 

表示面積 高さ 
色彩 

彩度8を超える色の使用割合 

m2   m   1／3超    1／3以下 

(注) 添付する図面には、広告物に使用する色の彩度を記載してください。 
 
2 1の敷地における広告物の表示面積の合計 

表示面積の合計 数量 既表示面積 建築物の延べ面積 

m2 個 m2  m2  

(注) 
  1 図面については、当該1の敷地における、本申請に係る広告物及び現に許可を受けて表示し、又は

設置している他の広告物のそれぞれの位置及び表示面積を記載してください。 
  2 建築物の延べ面積を明らかにする書類については、建築物の延べ面積が1,000m2以下の場合、一の

敷地における表示面積の合計が第1種地域50m2以下、第2種地域100m2以下又は第3種地域150m2以下の場
合は、必要ありません。 

 
3 1の敷地における電光表示広告物の表示面積の合計 

表示面積の合計 数量 

m2 個 
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別紙2 

広告物の種類が高速道路等沿道案内広告物の表示面積、高さ、色彩等 
(1)広告物の表示する事項 

  
指定特産品及び当該指定特産品に係る指定地域又は指定観光施設等に関する表示する事項 

区分 名称 内容の説明、指定地域 インターチェンジの名称 

1         

2         

3         

(注) 

  1 表示する指定特産品又は指定観光施設等ごとに1の行から順に記載してください。 
  2 「区分」の欄は、指定特産品にあっては「特産品」と、指定観光施設等にあっては「観光施設等」

と記載してください。 
 
(2)(1)の広告物の表示者又は設置者 

  表示者 設置者 

1     

2     

3     

(注) (1)の1から3の順に記載してください。 
 
(3)広告物の規格、位置等 

地面からの高さ 道路面からの高さ 表示面の幅 

m m m 

最寄りの高速道路等沿道案内広告
物からの距離 

高速道路等に設置されている案内
標識からの広告物までの距離 

高速道路等の道路端からの距離 

m m m 

 
(4)広告物の表示面積等 

広告物の表示面積 案内部分の合計面積 記号等部分の合計面積 

m2 m2 m2 

表示する日本語の内容の全部について、英語その他外国語による翻訳又はローマ字の表示の有無 

□有      □無 

(注) □には、該当するものにレ印を記入してください。 
 
(5)主要部分及び案内部分で使用する表示面又は文字等の色彩 

茶色 白色 

色相 明度 彩度 明度 彩度 

          

(注) 日本産業規格のマンセル表色系の色相、明度及び彩度を記載してください。 
 
(6)表示する文字 

表示する文字(右記以外の表示)の最小の縦の長さ 
日本語の内容に付す英語その他外国語及びローマ字

の表示の最小の縦の長さ 

cm cm 

 
(7)同一の内容を表示する高速道路等沿道案内広告物 

最寄りの高速道路等の沿道上にある同一の表示をする既存の高速道路等沿道案内広告物の有無 

□有      □無 

(有の場合のみ)上記の広告物の設置場所 

  

(注) □には、該当するものにレ印を記入してください。  
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別記第1号様式の2（第2条の3関係） 

広 告 物 活 用 地 区 屋 外 広 告 物 確 認 申 請 書 

年  月  日   

 和歌山県知事 様 

申請者 住所                    

氏名                    

(電話番号            )   

  
法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名 
  

 和歌山県屋外広告物条例(昭和59年和歌山県条例第10号)第5条の2第2項の規定により、次のとおり申請しま

す。 

表示 (設置)場所   

種 類 
□自家用広告物等 

□一般広告物 

□建築物を利用する広告物    □案内広告物 

□独立して設置される広告物   □その他の広告物 

□工作物を利用する広告物 

電 光 表 示

広 告 物 

□ 有 

□ 無 

 照明

装置 

□ 有   □ 無 
 特殊

装置 

□有 

□無 

□回転 

□点滅 □外部照明 □ネオン 

□内部照明 □その他(   ) 

表 示 面 積 

(合 計) m2  

表示面積(1面) 

m2 
数 量 

個 

(枚) 
材質   

表示 (設置)期間 年  月  日から     年  月  日まで       

工 事 予 定 期 間 年  月  日から     年  月  日まで       

※ 所 有 者 (管 理

者) の 承 諾 

住所   

氏名  (電話      )  

※ 屋 外 広 告 物

管 理 者 

住所   

氏名 (電話      )  

施 工 者 

住所   

氏名 (電話      )  

和歌山県屋外広告業登録の年月日及び

番号 

       年    月    日 

和歌山県屋外広告業登録  第   号 

※他の法令によ

る 許 可 

建築基準法による工作物の確認 要 ・ 不要 ・ 申請中 

道路法による占有の許可 要 ・ 不要 ・ 申請中 

その他の法令による許可 要 ・ 不要 法令名(         ) 

備 考   

(注) 
  1 □には、該当するものにレ印を記入してください。 
  2 ※印欄は、該当する場合に記入してください。 
  3 添付図書 
   (1) 位置図、付近見取図、仕様書、図面 
   (2) 建築物の延べ面積が明らかになる書類 

   (3) 所有者(管理者)の承諾書 
   (4) 他の法令による許可を要するものについては、その許可書の写し 
  4 広告物の表示面積、高さ、色彩等については、別紙に記載してください。 

(県証紙貼り付け欄) 
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別紙 

1 広告物の種類ごとの表示面積、高さ、色彩等の内訳 

(1)壁面広告物(1壁面当たり) 

合計表示面積 既表示面積 壁面面積 
色彩 

彩度8を超える色の使用割合 

m2 m2 m2 1／3超    1／3以下 

(2)突出し広告物 

突出し幅 地面から広告物までの高さ 
色彩 

彩度8を超える色の使用割合 

m 
上端       m 
下端       m 

1／3超    1／3以下 

(3)屋上広告 

広告物の高さ 
地面から広告物上端

までの高さ 
建築物の高さ 

色彩 

彩度8を超える色の使用割合 

m  m  m  1／3超    1／3以下 

(4)独立広告 

(自家用広告物等) 

表示面積 高さ 
色彩 

彩度8を超える色の使用割合 

1面当たり     m2 
合計面積      m2 

m   1／3超    1／3以下 

(一般広告物) 

表示面積 高さ 
色彩 

彩度8を超える色の使用割合 

1面当たり     m2 
合計面積      m2 

m   1／3超    1／3以下 

隣接する一般広告物との距離 信号機及び道路標識等からの距離 

m    m    

(5)その他の広告物 

表示面積 高さ 
色彩 

彩度8を超える色の使用割合 

m2   m   1／3超    1／3以下 

(注) 添付する図面には、広告物に使用する色の彩度を記載してください。 

 

2 1敷地内にある広告物の合計面積 

表示面積の合計 数量 既表示面積 建築物の延べ面積 

m2 個 m2  m2  

(注) 

 1 新たに広告物を表示する敷地内に現に表示している広告物がある場合は、現に表示している広告

物の表示面積の合計を図面に記載してください。 

 2 建築物の延べ面積を明らかにする書類については、建築物の延べ面積が1,000m2以下の場合、一の

敷地における表示面積の合計が第1種地域50m2以下、第2種地域100m2以下、第3種地域150m2以下の場

合は必要ありません。 

3 1敷地内にある電光表示広告物の合計面積 

表示面積の合計 数量 

m2 個 
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別記第1号様式の3（第2条の4関係） 

景観保全型広告整備地区屋外広告物表示(設置)届出書 

年  月  日   

 和歌山県知事     様 

届出者 住所                    

氏名                    

(電話番号            )   

  
法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名 
  

 和歌山県屋外広告物条例(昭和59年和歌山県条例第10号)第5条の3第6項の規定により、次のとおり届け出ま

す。 

表示 (設置)場所   

種 類 
□自家用広告物等 

□一般広告物 

□建築物を利用する広告物    □案内広告物 

□独立して設置される広告物   □その他の広告物 

□工作物を利用する広告物 

電 光 表 示

広 告 物 

□ 有 

□ 無 

 照明

装置 

□ 有   □ 無 
 特殊

装置 

□有 

□無 

□回転 

□点滅 □外部照明 □ネオン 

□内部照明 □その他(   ) 

表示面積 (合計) 
m2  

表示面積(1面) 

m2  
数 量 

個 

(枚) 
材質   

表示 (設置)期間 年  月  日から      年  月  日まで       

工 事 予 定 期 間 年  月  日から      年  月  日まで       

※ 所 有 者 (管 理

者) の 承 諾 

住所   

氏名  (電話     )  

※ 屋 外 広 告 物

管 理 者 

住所   

氏名 (電話     )  

施 工 者 

住所   

氏名 (電話     )  

和歌山県屋外広告業登録の年月日及び

番号 

       年    月    日 

和歌山県屋外広告業登録  第   号 

※他の法令によ

る 許 可 

建築基準法による工作物の確認 要 ・ 不要 ・ 申請中 

道路法による占有の許可 要 ・ 不要 ・ 申請中 

その他の法令による許可 要 ・ 不要 法令名(        ) 

備 考   

(注) 

 1 □には、該当するものにレ印を記入してください。 
 2 ※印欄は、該当する場合に記入してください。 
 3 添付図書 

  (1) 位置図、付近見取図、仕様書、図面 
  (2) 建築物の延べ面積が明らかになる書類 
  (3) 所有者(管理者)の承諾書 
  (4) 他の法令による許可を要するものについてはその許可書の写し 
 4 広告物の表示面積、高さ、色彩等については、別紙に記載してください。  
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別紙 

1 広告物の種類ごとの表示面積、高さ、色彩等の内訳 

(1)壁面広告物(1壁面当たり) 

合計表示面積 既表示面積 壁面面積 
色彩 

彩度8を超える色の使用割合 

m2 m2 m2 1／3超    1／3以下 

(2)突出し広告物 

突出し幅 地面から広告物までの高さ 
色彩 

彩度8を超える色の使用割合 

m  
上端       m 
下端       m 

1／3超    1／3以下 

(3)屋上広告 

広告物の高さ 
地面から広告物上端

までの高さ 
建築物の高さ 

色彩 

彩度8を超える色の使用割合 

m  m  m  1／3超    1／3以下 

(4)独立広告 

(自家用広告物等) 

表示面積 高さ 
色彩 

彩度8を超える色の使用割合 

1面当たり     m2 
合計面積      m2 

m   1／3超    1／3以下 

(一般広告物) 

表示面積 高さ 
色彩 

彩度8を超える色の使用割合 

1面当たり     m2 
合計面積      m2 

m   1／3超    1／3以下 

隣接する一般広告物との距離 信号機及び道路標識等からの距離 

m     m     

(5)その他の広告物 

表示面積 高さ 
色彩 

彩度8を超える色の使用割合 

m2   m   1／3超    1／3以下 

(注) 添付する図面には、広告物に使用する色の彩度を記載してください。 

 

2 1敷地内にある広告物の合計面積 

表示面積の合計 数量 既表示面積 建築物の延べ面積 

m2 個 m2 m2 

(注) 

 1 新たに広告物を表示する敷地内に現に表示している広告物がある場合は、現に表示している広告

物の表示面積の合計を図面に記載してください。 

 2 建築物の延べ面積を明らかにする書類については、建築物の延べ面積が1,000m2以下の場合、一の

敷地における表示面積の合計が第1種地域50m2以下、第2種地域100m2以下、第3種地域150m2以下の場

合は必要ありません。 

3 1敷地内にある電光表示広告物の合計面積 

表示面積の合計 数量 

m2 個 
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別記第1号様式の4（第2条の4関係） 

 

景観保全型広告整備地区屋外広告物表示(設置)変更(改造)届出書 

年  月  日   

 和歌山県知事  様 

届出者 住所                    

氏名                    

(電話番号            )   

  
法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名 
  

 和歌山県屋外広告物条例(昭和59年和歌山県条例第10号)第5条の3第7項の規定により、次のとおり届け出ま

す。 

表 示 (設 置)

場 所 
  

種 類 
□自家用広告物等 

□一般広告物 

□建築物を利用する広告物  □案内広告物 

□独立して設置される広告物 □その他の広告物 

□工作物を利用する広告物 

電光表示広告物 
□ 有 

□ 無 

 照明

装置 

□有  □無 

特殊

装置 

□有 

□無 

□回転 

□点滅 □外部照明 □ネオン 

□内部照明 □その他(  ) 

表 示 面 積 

(合 計) 

  (変更前)         (変更後) 

m2            m2   
数量 

(変更前) 

    個(枚) 

(変更後) 

    個(枚) 
表 示 面 積 

(1 面) 

  (変更前)         (変更後) 

m2            m2   

工 事 予 定 期 間 年  月  日から   年  月  日まで 

前回の届出年月日 年  月  日 付け指令  第      号 

変 更 等 の 内 容   

変 更 等 の 理 由   

管 理 者 
住所   

氏名 (電話       )  

施 工 者 

住所   

氏名 (電話       )  

和歌山県屋外広告業登録の年

月日及び番号 

     年   月   日 

 和歌山県屋外広告業登録 第   号 

備 考   

 (注) 

  1 添付書類 変更又は改造の前後を比較できる仕様書及び図面 

  2 広告物の表示面積、高さ、色彩等については、別紙に記載してください。  
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別紙 

1 広告物の種類ごとの表示面積、高さ、色彩等の内訳 

(1)壁面広告物(1壁面当たり) 

合計表示面積 既表示面積 壁面面積 
色彩 

彩度8を超える色の使用割合 

m2 m2 m2 1／3超    1／3以下 

(2)突出し広告物 

突出し幅 地面から広告物までの高さ 
色彩 

彩度8を超える色の使用割合 

m  
上端        m 
下端        m 

1／3超    1／3以下 

(3)屋上広告 

広告物の高さ 
地面から広告物上端

までの高さ 
建築物の高さ 

色彩 

彩度8を超える色の使用割合 

m  m  m  1／3超    1／3以下 

(4)独立広告 

(自家用広告物等) 

表示面積 高さ 
色彩 

彩度8を超える色の使用割合 

1面当たり     m2 
合計面積      m2 

m   1／3超    1／3以下 

(一般広告物) 

表示面積 高さ 
色彩 

彩度8を超える色の使用割合 

1面当たり     m2 
合計面積      m2 

m   1／3超    1／3以下 

隣接する一般広告物との距離 信号機及び道路標識等からの距離 

m    m    

(5)その他の広告物 

表示面積 高さ 
色彩 

彩度8を超える色の使用割合 

m2   m   1／3超    1／3以下 

(注) 添付する図面には、広告物に使用する色の彩度を記載してください。 

 

2 1敷地内にある広告物の合計面積 

表示面積の合計 数量 既表示面積 建築物の延べ面積 

m2 個 m2  m2  

(注) 

 1 新たに広告物を表示する敷地内に現に表示している広告物がある場合は、現に表示している広告

物の表示面積の合計を図面に記載してください。 

 2 建築物の延べ面積を明らかにする書類については、建築物の延べ面積が1,000m2以下の場合、一の

敷地における表示面積の合計が第1種地域50m2以下、第2種地域100m2以下、第3種地域150m2以下の場

合は必要ありません。 

3 1敷地内にある電光表示広告物の合計面積 

表示面積の合計 数量 

m2 個 
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別記第1号様式の5（第2条の5関係） 

 

広 告 物 協 定 認 定 申 請 書 

 

 

年  月  日 

  和歌山県知事 様 

 

申請者 住所                   

氏名                   

(電話番号              ) 

  
法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名 

 

 和歌山県屋外広告物条例(昭和59年和歌山県条例第10号)第5条の4第1項(第5条の4第4項)

の規定により、次のとおり申請します。 

広 告 物 協 定 の 名 称 
  

広

告

物

協

定

の

概

要 

広告物協定の目的となる

土地の区域 

  

広告物協定地区の面積 
  

広告物及び広告物を掲出

する物件の位置、形状、

面積、色彩、意匠、その

他表示方法 

  

協 定 の 有 効 期 間 
  

広告物協定の変更及び

廃止の方法 

  

広告物協定に違反した

場合の措置 

  

土 地 の 所 有 者 等 の 人 数 
  

協 定 参 加 者 の 人 数 
  

(注) 添付書類(1) 広告物協定書の写し 

       (2) 広告物協定に係る土地所有者等の合意状況が判別できる書類  
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別記第1号様式の7及び別記第1号様式の8を次のように改める。 
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別記第1号様式の7（第2条の5関係） 

 

広 告 物 協 定 変 更 届 出 書 

 

年  月  日 

  和歌山県知事      様 

 

届出者 住所                   

氏名                   

(電話番号              ) 

  
法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名 

 和歌山県屋外広告物条例(昭和59年和歌山県条例第10号)第5条の4第3項の規定により、

次のとおり届け出します。 

広 告 物 協 定 の 名 称 
  

認定年月日及び番号     年  月  日     第   号 

変 更 等 の 内 容 

  

変 更 等 の 理 由 

  

土地所有者等の人数 
  

協 定 参 加 者 の 人 数 
  

変 更 の 合 意 人 数 
  

 
(注) 添付書類 (1) 変更後の広告物協定書の写し 

(2) 広告物協定の変更に係る土地所有者等の合意状況が判別できる書類 
  



    和歌山県報  号外（18） 令和 3年 3月 31 日（水曜日） 

－ 64 － 

別記第1号様式の8（第2条の5関係） 

 

広 告 物 協 定 廃 止 届 出 書 

 

年  月  日 

  和歌山県知事 様 

 

届出者 住所                 

氏名                 

(電話番号             ) 

  
法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名 

 

 和歌山県屋外広告物条例(昭和59年和歌山県条例第10号)第5条の4第6項の規定により、

次のとおり届け出します。 

広告物協定の名称 
  

認定年月日及び番号     年  月  日     第    号 

廃 止 の 理 由 

  

土地所有者等の人数 
  

協定参加者の人数 
  

廃 止 の 合 意 人 数 
  

(注) 添付書類 広告物協定の廃止に係る士地所有者等の合意状況が判別できる書類  
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別記第3号様式から別記第4号様式までを次のように改める。 
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別記第3号様式（第7条関係） 

屋 外 広 告 物 更 新 許 可 ( 確 認 )申 請 書 
 

年  月  日  

 和歌山県知事  様 

申請者 住所                   

氏名                   

(電話番号            )   

  法人にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名 

 和歌山県屋外広告物条例(昭和59年和歌山県条例第10号)第9条第3項の規定により、次のとおり申請しま
す。 

表示(設置)

場所 
  区分 

□禁止地域等 
□許可地域等 
 □第1種地域 
 □第2種地域 
 □第3種地域 

□広告物活用地区 
□景観保全型広告整備地区 
□広告物協定地区 
 
 

種 類 
□自家用広告物等 

□一般広告物 

□建築物を利用する広告物    □案内広告物 
□独立して設置される広告物   □その他の広告物 
□工作物を利用する広告物 
□高速道路等沿道案内広告物 

電光表示広告物 
□ 有 

□ 無 

 照明

装置 

□ 有   □ 無 
 特殊

装置 

□有 

□無 

□回転 

□点滅 
□外部照明 □ネオン 
□内部照明 □その他(   ) 

表示面積(合計) 
m2 

表示面積(1面) 
m2 

数 量 
個  
(枚) 

材質   

※屋外広告物

管 理 者 

住所   

氏名   (電話      )  

既許可(確認)の
年月日及び番号 

         年  月  日付け指令   第      号 

許 可 ( 確 認 )
期 間 

         年  月  日から     年  月  日まで 

更新許可(確認)
期 間 

         年  月  日から     年  月  日まで 

更 新 回 数                         回 

備 考   

(写真貼付欄) (注) 
1 □には、該当するものにレ印を記入してくだ
さい。 

2 ※印欄は、該当する場合に記入してください。 
3 添付図書 
 (1) 申請前30日以内に撮影した広告物のカ

ラー写真 
 (2) 許可書又は確認書の写し 
4 広告物の表示面積、高さ、色彩等については、
広告物の種類が高速道路等沿道案内広告物以外
の広告物の場合にあっては別紙1に、広告物の種
類が高速道路等沿道案内広告物の場合にあって
は別紙2に記載してください。 

 
 

  

(収入欄) 
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別紙1 

広告物の種類が高速道路等沿道案内広告物以外の広告物 
1 広告物の種類ごとの表示面積、高さ、色彩等の内訳 
(1)壁面広告(1壁面当たり) 

合計表示面積 既表示面積 壁面面積 
色彩 

彩度8を超える色の使用割合 

m2 m2 m2 1／3超    1／3以下 

(2)突出し広告 

突出し幅 地面から広告物までの高さ 
色彩 

彩度8を超える色の使用割合 

m  
上端        m 
下端        m 

1／3超    1／3以下 

(3)屋上広告 

広告物の高さ 
地面から広告物上端
までの高さ  

建築物の高さ 
色彩 

彩度8を超える色の使用割合 

m  m  m  1／3超    1／3以下 

(4)独立して設置される広告物 
(自家用広告物等) 

表示面積 高さ 
色彩 

彩度8を超える色の使用割合 

1面当たり     m2 
合計面積     m2 

m   1／3超    1／3以下 

(一般広告物) 

表示面積 高さ 
色彩 

彩度8を超える色の使用割合 

1面当たり     m2 
合計面積     m2 

m   1／3超    1／3以下 

隣接する一般広告物との距離 信号機及び道路標識等からの距離 

m   m   

(5)その他の広告物 

表示面積 高さ 
色彩 

彩度8を超える色の使用割合 

m2   m   1／3超    1／3以下 

(注) 添付する図面には、広告物に使用する色の彩度を記載してください。 
 
2 1の敷地における広告物の表示面積の合計 

表示面積の合計 数量 既表示面積 建築物の延べ面積 

m2 個 m2  m2  

 
3 1の敷地における電光表示広告物の表示面積の合計 

表示面積の合計 数量 

m2 個 
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別紙2 

広告物の種類が高速道路等沿道案内広告物の表示面積、高さ、色彩等 
(1)広告物の表示する事項 

  
指定特産品及び当該指定特産品に係る指定地域又は指定観光施設等に関する表示する事項 

区分 名称 内容の説明、指定地域 インターチェンジの名称 

1         

2         

3         

(注) 

  1 表示する指定特産品又は指定観光施設等ごとに1の行から順に記載してください。 
  2 「区分」の欄は、指定特産品にあっては「特産品」と、指定観光施設等にあっては「観光施設等」

と記載してください。 
 
(2)(1)の広告物の表示者又は設置者 

  表示者 設置者 

1     

2     

3     

(注) (1)の1から3の順に記載してください。 
 
(3)広告物の規格、位置等 

地面からの高さ 道路面からの高さ 表示面の幅 

m m m 

最寄りの高速道路等沿道案内広告
物からの距離 

高速道路等に設置されている案内
標識からの広告物までの距離 

高速道路等の道路端からの距離 

m m m 

 
(4)広告物の表示面積等 

広告物の表示面積 案内部分の合計面積 記号等部分の合計面積 

m2 m2 m2 

表示する日本語の内容の全部について、英語その他外国語による翻訳又はローマ字の表示の有無 

□有      □無 

(注) □には、該当するものにレ印を記入してください。 
 
(5)主要部分及び案内部分で使用する表示面又は文字等の色彩 

茶色 白色 

色相 明度 彩度 明度 彩度 

          

(注) 日本産業規格のマンセル表色系の色相、明度及び彩度を記載してください。 
 
(6)表示する文字 

表示する文字(右記以外の表示)の最小の縦の長さ 
日本語の内容に付す英語その他外国語及びローマ字

の表示の最小の縦の長さ 

cm cm 

 
(7)同一の内容を表示する高速道路等沿道案内広告物 

最寄りの高速道路等の沿道上にある同一の表示をする既存の高速道路等沿道案内広告物の有無 

□有      □無 

(有の場合のみ)上記の広告物の設置場所 

  

(注) □には、該当するものにレ印を記入してください。  
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別記第3号様式の2（第7条関係） 

 

屋 外 広 告 物 自 主 点 検 結 果 報 告 書 

 

年  月  日 

 

  和歌山県知事  様 

届出者 住所                 

氏名                 

(電話番号              ) 

  
法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名 

点検者 住所                 

氏名                 

有している資格            

 

 和歌山県屋外広告物条例施行規則(昭和59年和歌山県規則第85号)第7条第2項の規定によ

り、屋外広告物自主点検結果を下記のとおり報告します。 

 

記 

 

 1 広告物又は広告物を掲出する物件の概要 

(1) 表示又は設置の場所   

(2) 設置年月日      年   月   日 

(3) 前回許可日      年  月  日付け指令   第     号 

 

 2 広告物等の点検結果 

   点検日  ：            年  月  日 

項 目 ※異常の有無 改善の概要 

(1) 取付け(支持)部分の変形又は腐食 有 ・ 無   

(2) 主要部材の変形又は腐食 有 ・ 無   

(3) ボルト・ビス等のさび 有 ・ 無   

(4) 表示面の汚損、変色又は剥離 有 ・ 無   

(5) 表示面の破損 有 ・ 無   

(6) 照明装置の破損 有 ・ 無   

(7) その他特に点検した箇所 有 ・ 無   

(注)1 高速道路等沿道案内広告物、案内広告物(電柱に巻き付けられ、又は取り付けられ

るものを除く。)、壁面広告、突出し広告、屋上広告又は独立して設置される広告

物にあっては、この報告書を提出してください。 

  2 ※印欄は、該当するものに○で囲んでください。 

  3 点検者の資格を証する書類の写しを添付してください。  
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別記第4号様式（第8条関係） 

屋 外 広 告 物 変 更 等 許 可 ( 確 認 ) 申 請 書 
 

年  月  日  

 和歌山県知事  様 

申請者 住所                   

氏名                   

(電話番号            )   

  法人にあっては，主たる事務所の
所在地，名称及び代表者の氏名 

 和歌山県屋外広告物条例(昭和59年和歌山県条例第10号)第10条第1項の規定により、次のとおり申請し
ます。 

表 示 ( 設 置 )

場 所 
  

種 類 
□自家用広告物等 

□一般広告物 

□建築物を利用する広告物  □案内広告物 
□独立して設置される広告物 □その他の広告物 
□工作物を利用する広告物 
□高速道路等沿道案内広告物 

電光表示広告物 
□ 有 

□ 無 

照明

装置 

□有  □無 
特殊

装置 

□有 

□無 

□回転 

□点滅 □外部照明 □ネオン 
□内部照明 □その他(  ) 

表 示 面 積 

( 合 計 ) 

  (変更前) 

      m2 

(変更後)    

m2   
数量 

(変更前) 

個(枚)  

(変更後) 

個(枚)  

表 示 面 積 

( 1 面 ) 

  (変更前) 

      m2 

(変更後)    

m2   

工 事 予 定 期 間    年  月  日から   年  月  日まで 

既許可 (確認) の
年月日及び番号 

    年  月  日 付け指令  第      号 

変 更 等 の 内 容   

変 更 等 の 理 由   

※屋外広告物管理

者 

住所   

氏名 (電話      )  

施 工 者 

住所   

氏名 (電話      )  

和歌山県屋外広告業登録の年
月日及び番号 

     年    月    日 
和歌山県屋外広告業登録  第   号 

備 考   

(注) 
 1 □には、該当するものにレ印を記入してください。 
 2 ※印欄は、該当する場合に記載してください。 
 3 添付書類 
 (1) 許可書又は確認書の写し 
 (2) 変更等の前後を比較できる仕様書及び図面 
 4 広告物の表示面積、高さ、色彩等については、広告物の種
類が高速道路等沿道案内広告物以外の広告物の場合にあっ
ては別紙1に、広告物の種類が高速道路等沿道案内広告物の
場合にあっては、別紙2に記載してください。 

(収入欄) 
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別紙1 

広告物の種類が高速道路等沿道案内広告物以外の広告物 
1 広告物の種類ごとの表示面積、高さ、色彩等の内訳 
(1)壁面広告(1壁面当たり) 

合計表示面積 既表示面積 壁面面積 
色彩 

彩度8を超える色の使用割合 

m2 m2 m2 1／3超    1／3以下 

(2)突出し広告 

突出し幅 地面から広告物までの高さ 
色彩 

彩度8を超える色の使用割合 

m  
上端        m 
下端        m 

1／3超    1／3以下 

(3)屋上広告 

広告物の高さ 
地面から広告物上端
までの高さ  

建築物の高さ 
色彩 

彩度8を超える色の使用割合 

m  m  m  1／3超    1／3以下 

(4)独立して設置される広告物 
(自家用広告物等) 

表示面積 高さ 
色彩 

彩度8を超える色の使用割合 

1面当たり     m2 
合計面積     m2 

m   1／3超    1／3以下 

(一般広告物) 

表示面積 高さ 
色彩 

彩度8を超える色の使用割合 

1面当たり     m2 
合計面積     m2 

m   1／3超    1／3以下 

隣接する一般広告物との距離 信号機及び道路標識等からの距離 

m   m   

(5)その他の広告物 

表示面積 高さ 
色彩 

彩度8を超える色の使用割合 

m2   m   1／3超    1／3以下 

(注) 添付する図面には、広告物に使用する色の彩度を記載してください。 
 
2 1の敷地における広告物の表示面積の合計 

表示面積の合計 数量 既表示面積 建築物の延べ面積 

m2 個 m2  m2  

(注) 図面については、当該1の敷地における、本申請に係る広告物及び現に許可を受けて表示し、又は
設置している他の広告物のそれぞれの位置及び表示面積を記載してください。 

 
3 1の敷地における電光表示広告物の表示面積の合計 

表示面積の合計 数量 

m2 個 
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別紙2 

広告物の種類が高速道路等沿道案内広告物の表示面積、高さ、色彩等 
(1)広告物の表示する事項 

  
指定特産品及び当該指定特産品に係る指定地域又は指定観光施設等に関する表示する事項 

区分 名称 内容の説明、指定地域 インターチェンジの名称 

1         

2         

3         

(注) 

  1 表示する指定特産品又は指定観光施設等ごとに1の行から順に記載してください。 
  2 「区分」の欄は、指定特産品にあっては「特産品」と、指定観光施設等にあっては「観光施設等」

と記載してください。 
 
(2)(1)の広告物の表示者又は設置者 

  表示者 設置者 

1     

2     

3     

(注) (1)の1から3の順に記載してください。 
 
(3)広告物の規格、位置等 

地面からの高さ 道路面からの高さ 表示面の幅 

m m m 

最寄りの高速道路等沿道案内広告
物からの距離 

高速道路等に設置されている案内
標識からの広告物までの距離 

高速道路等の道路端からの距離 

m m m 

 
(4)広告物の表示面積等 

広告物の表示面積 案内部分の合計面積 記号等部分の合計面積 

m2 m2 m2 

表示する日本語の内容の全部について、英語その他外国語による翻訳又はローマ字の表示の有無 

□有      □無 

(注) □には、該当するものにレ印を記入してください。 
 
(5)主要部分及び案内部分で使用する表示面又は文字等の色彩 

茶色 白色 

色相 明度 彩度 明度 彩度 

          

(注) 日本産業規格のマンセル表色系の色相、明度及び彩度を記載してください。 
 
(6)表示する文字 

表示する文字(右記以外の表示)の最小の縦の長さ 
日本語の内容に付す英語その他外国語及びローマ字

の表示の最小の縦の長さ 

cm cm 

 
(7)同一の内容を表示する高速道路等沿道案内広告物 

最寄りの高速道路等の沿道上にある同一の表示をする既存の高速道路等沿道案内広告物の有無 

□有      □無 

(有の場合のみ)上記の広告物の設置場所 

  

(注) □には、該当するものにレ印を記入してください。  
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別記第7号様式の3を次のように改める。 
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別記第7号様式の3（第13条の4関係） 

 

受 領 書 

 

年  月  日 

 

  和歌山県知事 様 

 

返還を受けた者                  

住 所                 

氏 名                 

(電話番号           ) 

  
法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名 

 

 下記のとおり広告物又は掲出物件(現金)の返還を受けました。 

返 還 を 受 け た 日 時   

返 還 を 受 け た 場 所   

返還を受け

た広告物又

は掲出物件 

保 管 番 号   

名称又は種類   

数 量   

返還を受けた現金の額   
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別記第10号様式から別記第11号様式の3までを次のように改める。 
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別記第10号様式（第15条関係） 

 

屋 外 広 告 物 設 置 者 等 変 更 届 

 

 

年  月  日 

 

  和歌山県知事 様 

 

届出者 住所                 

氏名                 

(電話番号            ) 

  
法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名 

 

 和歌山県屋外広告物条例(昭和59年和歌山県条例第10号)第19条第2項(第4項)の規定によ

り、次のとおり届け出ます。 

広 告 物 の 種 類   

表 示 内 容   

表 示 (設 置) 場 所   

現在受けている許可(確
認)の年月日及び番号 

     年  月  日 付け指令  第      号 

変 更 年 月 日      年  月  日 

新設置者等 

住 所   

氏 名 (電話         ) 

旧設置者等 

住 所   

氏 名 (電話         ) 

変 更 理 由   

備 考   
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別記第11号様式（第16条の2関係） 

 

 

屋 外 広 告 業 登 録 申 請 書 

 

年  月  日 

 和 歌 山 県 知 事  様 

住 所                       

申請者                           

氏 名                       

  法人にあっては、主たる事務所の所在地、

商号又は名称及び代表者の氏名 

 

 屋外広告業の登録を受けたいので、和歌山県屋外広告物条例(昭和59年和歌山県条例第10号)第23条 
第1項 

第3項 
の 

規定により、次のとおり申請します。 

(第1面) 

登 録 の 種 類 

新 規 

 

更 新 

※ 登 録 番 号 
和歌山県 

屋外広告業登録第         号 

※ 登 録 年 月 日        年    月    日 

( フ リ ガ ナ ) 

氏名及び生年月日 

  

 法人にあっては、商号又は

名称、代表者の氏名及び生

年月日 

  

法人・個人の別    ( 1 法人 ・ 2 個人 ） 

 

 

 

 

 

 

生年月日    年    月    日生 

住 所 又 は 所 在 地 

郵便番号(   ―   ) 

 

 

電話番号(  )   ―     

和 歌 山 県 の 区 域 内 に お い て 営 業 を 行 う 営 業 所 

名 称 所 在 地 電 話 番 号 

      

☆［申請者が法人の場合］ 

 

役 員 

 

 (業務を執行する社員、取締

役、執行役又はこれらに準

ずる者) 

 

役 職 
（ フ リ ガ ナ ） 

氏 名 
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 (第2面) 

★ ［申請者が

未成年の場

合］ 

  
(フリガナ) 

  氏 名 及 び

生 年 月 日 

法人にあっては、商

号又は名称、代表者

の氏名及び生年月日 

法人・個人の別 ( 1 法人 ・ 2 個人 ) 

 

 

 

 

 

生 年 月 日     年   月   日生 

法 定 代 理 人  
住 所 又 は 所 在 地 

郵便番号(  ―  ) 

 

 

 

電話番号(  )  ―   

役員 

 

 

  法定代理人が

法人である場合 

役 職 
(フリガナ) 

氏 名 

    

業 務 主 任 者  

所属営業所の名称 
(フリガナ) 

氏 名 
適 要 

      

  

他 の 地 方

公 共 団 体

に お け る

登 録 

  

地 方 公 共 団 体 名 登 録 番 号 登 録 年 月 日  

      

(注) 

 1 新規の登録の場合、※印のある欄は記入しないでください｡ 

 2 「新規・更新」及び「法人・個人」の別については、いずれか該当する方に丸印を付けてください｡ 

 3 申請者が法人の場合は、☆印のある欄を、申請者が未成年である場合は、★印のある欄を記入してください｡ 

 4 添付書類 

   (1) 条例第23条の2第2項に規定する誓約書［様式第11号の2］ 

   (2) 業務主任者が条例第25条第1項各号の要件のいずれかに適合することを証する書面 

   (3) 規則第16条の3第1項第3号に規定する略歴書(登録申請者、役員、法定代理人、法定代理人(法人)の役員)

［様式第11号の3］ 

   (4) 登記事項証明書(登録申請者及び法定代理人が法人である場合)  
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別記第11号様式の2（第16条の3関係） 

誓 約 書 

 

 

 登録申請者、その役員及び法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その

役員を含む。)は、和歌山県屋外広告物条例(昭和59年和歌山県条例第10号)第23条の4第1

項各号に該当しない者であることを誓約します。 

 

 

年  月  日 

申請者             

 

 

 

 和歌山県知事 様 

 

 

※参考 

 (登録の拒否) 

第23条の4 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第23条の2の

登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若し

くは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 

 (1) 第26条の2第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経

過しない者 

 (2) 屋外広告業者(第23条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。

以下同じ。)で法人であるものが第26条の2第1項の規定により登録を取り消された

場合において、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった

者でその処分のあった日から2年を経過しないもの 

 (3) 第26条の2第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しな

い者 

 (4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その

執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 

 (5) 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前

各号又は次号のいずれかに該当するもの 

 (6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの 

 (7) 営業所ごとに業務主任者を選任していない者  
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別記第11号様式の3（第16条の3関係） 

登録申請者 

本 人 

本人(法人)の役員 

法定代理人 

法定代理人(法人)の役員 

の略歴書 

 

現住所 

郵便番号(  ―  ) 

 

電話番号(   )  －      

 フ リ ガ ナ 

商号、名称又は氏名 

  
 生年

月日 

  

略

歴 

期 間 

自 年月日

至 年月日 

職 務 内 容 又 は 業 務 内 容 

    

賞

罰 

 年 月 日 賞 罰 の 内 容 

    

 上記のとおり相違ありません。 

        年  月  日 

氏名                 
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別記第13号様式から別記第14号様式までを次のように改める。 
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別記第13号様式（第18条関係） 

 

屋 外 広 告 業 登 録 事 項 変 更 届 出 書 

 

年  月  日 

 和 歌 山 県 知 事 様 

住 所                     

届出者                         

氏 名                     

  法人にあっては、主たる事務所の所在地、

商号又は名称及び代表者の氏名 

 

 和歌山県屋外広告物条例(昭和59年和歌山県条例第10号)第23条の5第1項の規定により、次のとおり届け出ます。 

 

登 録 番 号 
和歌山県屋外広告業 

登録第     号 
登 録 年 月 日 年  月  日 

( フ リ ガ ナ ) 

氏 名 

法人にあっては、商号又は

名称、代表者の氏名 

法人・個人の別  ( 1 法人 ・ 2 個人 ) 

住所又は所在地 

郵便番号(   ―   ) 

 

電話番号(   )   ―     

変 更 事 項 

※(右欄の該当事項に○印

を付けてください｡) 

1 商号、名称、所在地(法人) 

2 氏名、住所(個人) 

3 営業所の名称、所在地 

4 法人の役員の氏名 

5 未成年者の法定代理人の氏名、住所、

法人の役員の氏名(法定代理人が法人

の場合) 

6 業務主任者の氏名、所属営業所 

変 更 年 月 日 変 更 前 変 更 後 

      

(注) 

 1 「法人・個人」の別については、いずれか該当する方に○印を付けてください｡ 

 2 添付書類 

    変更事項1の場合 下記(4) 

    変更事項3の場合 下記(4)［商業登記の変更を必要とする場合に限る。］ 

    変更事項4の場合 下記(1)、(3)、(4) 

    変更事項5の場合 下記(1)、(3)［法定代理人が法人の場合(4)］ 

    変更事項6の場合 下記(2) 

    記 (1) 規則第16条の3第1号に規定する誓約書 ［別記第11号様式の2］ 

      (2) 業務主任者が条例第25条第1項各号の要件のいずれかに適合することを証する書面 

      (3) 規則第16条の3第3号に規定する略歴書 ［別記第11号様式の3］ 

      (4) 登記事項証明書  
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別記第13号様式の2（第18条関係） 

 

屋 外 広 告 業 廃 業 等 届 出 書  

 

年  月  日 

 和 歌 山 県 知 事  様 

住所                     

届出者                       

氏名                     

  法人にあっては、主たる事務所の所在地、

商号又は名称及び代表者の氏名 

 

 和歌山県屋外広告物条例(昭和59年和歌山県条例第10号)第23条の6第1項の規定により、次のとおり届け出ます。 

 

登 録 番 号 
和歌山県屋外広告業 

登録第     号 
登 録 年 月 日 年  月  日 

( フ リ ガ ナ ) 

氏 名 

  (法人にあっては、商号又は名称、

代表者の氏名)   

法人・個人の別  ( 1 法人 ・ 2 個人 ) 

住 所 又 は 所 在 地 

郵便番号(   ―   ) 

 

電話番号(   )   ―     

届 出 理 由 

※(右欄の該当事項に○印

を付けてください｡) 

 1 登録申請者(個人)の死亡 

 2 登録申請者(法人)の消滅 

 3 登録申請者(法人)の破産による解散 

 4 登録申請者(法人)の破産以外による解散 

 5 屋外広告業の廃止(和歌山県の区域内(和歌山市の区域を除く。)の

みでの廃止を含む。) 

届 出 理 由 の 生 じ た 日  年 月 日 

 屋 外 広 告 業 者 と

届 出 人 と の 関 係  

 ※(右欄の該当事項に丸印

を付けてください｡) 

 1 登録申請者(個人)の相続人 

 2 登録申請者(法人)の代表役員であった者 

 3 登録申請者(法人)の破産管財人 

 4 登録申請者(法人)の清算人 

 5 屋外広告業者であった個人又は法人の代表役員 

(注) 添付書類 交付を受けている屋外広告業登録済証  
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別記第14号様式（第20条関係） 

和歌山県屋外広告物講習会受講申込書 

年  月  日 
  和歌山県知事  様 

受講者 住所                    
氏名                    

(電話番号            ) 
年   月   日生   

 
 和歌山県屋外広告物条例施行規則第20条第1項の規定により、次のとおり申し込みま
す。 

勤 務 先 

所 在 地   

 名 称   

代表者名   

屋外広告物の

「施行に関す

る事項」を免

除する資格 

資 格 取得年月日 資格証番号 

ア 建築士法第2条第1項に規定する建築士の

資格を有する者 
    

イ 電気工事士法第3条に規定する電気工事士

の資格を有する者 
    

ウ 電気事業法第54条第1項に規定する 

  第1種電気主任技術者免状 

  第2種    〃     を有する者 

  第3種    〃 

    

エ 職業能力開発促進法に基づく帆布製品製

造取付けに係る職業訓練指導員免許所持

者、技能検定合格者又は職業訓練修了者 

    

受付欄 受講番号 手 数 料 欄 写真(3cm×4cm) 

        

 

(切り取らないこと。) 

屋
外

広
告

物
講

習
会

受
講

票
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(
注

)
1
 

1
科

目
終

了
ご

と
に

係
員

の
承
認
を

受
け
て
下
さ
い

。
 

 
 

 
2
 

1
科

目
で

も
承

認
の

な
い

場
合
は
、

修
了
証
書
を
交

付

し
ま
せ
ん

。
 

 
 
 
3
 
受
講
票

は
当
日
必
ず
持

参

し
て
く
だ

さ
い
。
 

 
 
 
4
 
※
印
欄

は
、
記
入
し
な

い

で
く
だ
さ

い
。
 

法
令
 

表
示
方
法
 

施
工
 

※
受

講
番
号
 

氏
名
 

※
受

講
日
 

※
講

習
時
間
 

※
講

習
会
場
 

講
習

科
目

及
び

承
認
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別記第16号様式を次のように改める。 
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別記第16号様式（第23条関係） 

 

屋外広告物講習会修了者資格認定申請書 

 

年  月  日 

 

  和歌山県知事     様 

 

申請者 住所               

氏名               

年  月  日生  

 

 

 和歌山県屋外広告物条例(昭和59年和歌山県条例第10号)第25条第1項の規定により、次

のとおり申請します。 

 

勤 務 先 

名 称   

所 在 地   

屋外広告物

に 関 す る

経 験 年 数 

  

備 考   

(注) 添付書類 屋外広告物に関する経験年数を証明するもの  



    和歌山県報  号外（18） 令和 3年 3月 31 日（水曜日） 

－ 87 － 

附 則 

（施行期日） 

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。 

（経過措置） 

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕っ

て使用することができる。 

 

和歌山県規則第70号 

 建築士法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  令和3年3月31日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

   建築士法施行細則の一部を改正する規則 

 建築士法施行細則（昭和26年和歌山県規則第4号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 別記第1号様式から別記第1号様式の3までを次のように改める。 

 

改 正 後 改 正 前

（電子情報処理組織による申請及び提出） （電子情報処理組織による申請及び提出)
第26条 略 第26条 略
2 ・ 3 略 2 ・ 3 略

4 第 1項の規定により申請又は提出を行う場合
において、指定試験機関は、受験申込書への署
名については、氏名を明らかにする措置であっ
て指定試験機関が定めるものをもって当該署名
に代えさせることができる。



    和歌山県報  号外（18） 令和 3年 3月 31 日（水曜日） 

－ 88 － 

別記第1号様式（第3条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (表面) 

二 級  

木 造  
建築士免許申請書 

※受付印 

  

［記入注意］ 数字は、算用数字を用い、※欄は記入せず、□のある欄は該当す
る□の中にレ印を付けてください。二級又は木造のいずれかを消してください。 

※受付番号 

 私は、 
二級 

木造 
建築士の免許を受けたいので、本籍の記載のある住民票の写しを添え、申請します。 

 私は、下記事項が真実で、かつ正確であることを誓います。 

       年  月  日 

 和歌山県知事  様 
氏名                   

         

ふ り が な 

氏 名 

  生年

月日 
年  月  日生 

 

写真  
1 縦4.5cm、横3.5cm
の写真の裏面に氏
名及び撮影年月日を
記入してのりで貼り
付けてください。 

2 貼付した写真は
免許証に転写され
ます。 

本 籍 
  

性別 男□  女□ 

現 住 所 
〒 

電話             

試 験 

二級 

木造 
建築士の試験に合格した時期         年 

合 格 証 書 日 付 年  月  日 合 格 証 書 番 号 第         号 

登録申請区分  1 学歴□  2 学歴＋実務□  3 実務□  4 建築士法第4条第5項□ 

１ 

学
歴
に
よ
り

申
請
す
る
場
合
の
み

記
入 

学校名 学部名・学科名 入学・卒業(修了)年月 

       年   月入学 
   年   月卒業(修了) 

       年   月入学 
   年   月卒業(修了) 

２ 

学
歴
＋
実

務
に
よ
り
申
請
す

る
場
合
の
み
記

入 学校名 学部名・学科名 
入学・卒業(修了)

年月 
建築実務経験期間の

合計 

    
 年 月入学 

 年 月卒業(修了) 
年   月 

３ 

実
務
に
よ

り
申
請
す
る
場

合
の
み
記
入 

建築実務経験期間の合計 

    年   月 

４ 

建
築
士
法
第

４
条
第
５
項
に
よ

り
申
請
す
る
場
合

の
み
記
入 

免許名称 免許者名 免許の年月日 資格認定書の年月日 

    

年  月  日 年  月  日 
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 (裏面) 

 

欠

格

事

由 

1 禁錮以上の刑に処せられたことがありますか。            □ある  □ない 

 あるときはその罪及び刑                               

 あるときはその刑の執行を終わり、又は執行を受けることがな

くなった日 

     年  月  日 

2 建築士法の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯し

て罰金の刑に処せられたことがありますか。 
    □ある  □ない 

 あるときはその罪及び刑                               

 あるときはその刑の執行を終わり、又は執行を受けることがな

くなった日 
     年  月  日 

3 建築士法第9条第1項第4号又は第10条第1項の規定により一級建

築士、二級建築士又は木造建築士の免許を取り消されたことがあ

りますか。 

    □ある  □ない 

 あるときは、その日      年  月  日 

4 建築士法第10条第1項の規定による業務の停止の処分を受け、そ

の停止の期間中に建築士法第9条第1項第1号の規定により一級建

築士、二級建築士又は木造建築士の免許を取り消されたことがあ

りますか。 

    □ある  □ない 

 業務の停止の処分を受けたことがあるときは、その停止の期間      年  月  日から 

     年  月  日まで 

5 精神の機能の障害により二級建築士又は木造建築士の業務を適

正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行う

ことができない状態ですか。 

    □はい  □いいえ 

※登録番号 
  

※登録年月日 年 月 日 ※登録確認 
      

収入証紙 貼付欄 
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別記第1号様式の2（第3条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (表面) 

実 務 経 歴 書        

［記入注意］この実務経歴書は勤務先(自営業を含む。)毎に作成し、今まで

の建築に関する実務の経歴について登録に必要な業務内容を年代順に記入し

てください。なお、記載内容の記入不備や疑義が生じた場合、再提出や追加

書類の提出を求めることになり、登録が遅れる場合があります。また、虚偽

の実務経歴を記載した場合、建築士法上の措置や登録が認められない場合も

あります。二級又は木造のいずれかを消してください。 

※受付印 

  

※受付番号 

 私は、 
二級 

木造 
建築士の免許を受けたいので、建築実務の経歴を下記のとおり記載し、併せて第三者がこの 

実務経歴書の内容が事実と相違しないことを確認したことを証する実務経歴証明書を提出します。 

 私は、下記事項が真実で、かつ正確であることを誓います。 

       年  月  日 

  和歌山県知事  様 
氏名                    

           

勤務先等 

勤務先(部課名まで) 所在地(番地まで) 
在職期間の合計 

年月～年月 年月数 

    年 月～ 年 月 年 月 

在職期間 
地位職名 建築実務の内容(建築士法施行規則第1条の2) 

年月～年月 年月数 

        

建築実務の詳細 
建築実務経験期間の合計 

年   月  

(1) 

対象物件の名称等 対象物件の所在地 
建築実務経験期間 

年月～年月 年月数 

    年 月～ 年 月 年 月 

実務経験の対象となる業務の内容(できるだけ具体的に  用途・構造・規模・担当業務 等) 

  

(2) 

対象物件の名称等 対象物件の所在地 
建築実務経験期間 

年月～年月 年月数 

    年 月～ 年 月 年 月 

実務経験の対象となる業務の内容(できるだけ具体的に  用途・構造・規模・担当業務 等) 

  

(3) 

対象物件の名称等 対象物件の所在地 
建築実務経験期間 

年月～年月 年月数 

    年 月～ 年 月 年 月 

実務経験の対象となる業務の内容(できるだけ具体的に  用途・構造・規模・担当業務 等) 
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(裏面) 

建築実務の詳細 

(4) 

対象物件の名称等 対象物件の所在地 
建築実務経験期間 

年月～年月 年月数 

    年 月～ 年 月 年 月 

実務経験の対象となる業務の内容(できるだけ具体的に  用途・構造・規模・担当業務 等) 

  

(5) 

対象物件の名称等 対象物件の所在地 
建築実務経験期間 

年月～年月 年月数 

    年 月～ 年 月 年 月 

実務経験の対象となる業務の内容(できるだけ具体的に  用途・構造・規模・担当業務 等) 

  

(6) 

対象物件の名称等 対象物件の所在地 
建築実務経験期間 

年月～年月 年月数 

    年 月～ 年 月 年 月 

実務経験の対象となる業務の内容(できるだけ具体的に  用途・構造・規模・担当業務 等) 

  

(7) 

対象物件の名称等 対象物件の所在地 
建築実務経験期間 

年月～年月 年月数 

    年 月～ 年 月 年 月 

実務経験の対象となる業務の内容(できるだけ具体的に  用途・構造・規模・担当業務 等) 

  

(8) 

対象物件の名称等 対象物件の所在地 
建築実務経験期間 

年月～年月 年月数 

    年 月～ 年 月 年 月 

実務経験の対象となる業務の内容(できるだけ具体的に  用途・構造・規模・担当業務 等) 

  

(9) 

対象物件の名称等 対象物件の所在地 
建築実務経験期間 

年月～年月 年月数 

    年 月～ 年 月 年 月 

実務経験の対象となる業務の内容(できるだけ具体的に  用途・構造・規模・担当業務 等) 
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別記第1号様式の3（第3条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実務経歴証明書 

年   月   日 

 

   和歌山県知事  様 

 

 

証明者                     
 

住所・所在地                  
 

電話番号                    
 

免許申請者との関係               
 

 下記の者が申請した 
二級 

木造 
建築士免許申請書に添付された実務経歴書は、事実と相違しな 

いことを証明します。 

 

記 

 

 1．免許申請者氏名 

 

 

 2．建築実務経験 

 

   建築実務経験期間の合計：    年    月 

 

   建築実務の内容： 

 

 

備考 

 1 この実務経歴証明書は、実務経歴書毎に作成すること。 

 2 使用者その他これに準ずる者が実務経歴書の内容が真実と相違しないことを確認し

たことを証明すること。 

 3 虚偽の証明を行った場合、証明者は、建築士法上の処分や告発の対象となり得ます。 
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 別記第3号様式から別記第5号様式の3までを次のように改める。 
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別記第3号様式（第6条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二級 

木造 
建築士登録事項変更届 

 私は、このたび下記のとおり登録事項に変更が生じましたので、建築士法施行細則第6

条第1項の規定により届け出ます。 

 

年  月  日 

 

 和歌山県知事 様 

 

届出者 住 所             

氏 名             

登録番号     第       号 

登録年月日    年   月   日 

 

記 

 

1 変更 

 
登 録 事 項 変 更 

 

ふ り が な 

氏 名 
    

性 別     

 

2 変更年月日 

 

3 変更の理由 

(日本産業規格A列4番) 
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別記第3号様式の2（第6条の2関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二級 

木造 
 建築士免許証書換交付申請書 

 

 私は、このたび下記のとおり建築士免許証の書換え交付を受けたいので、建築士法施行

細則第6条の2第1項の規定により申請します。 

 

年  月  日   

 

 

 

 和歌山県知事 様 

 

 

申請者 住 所            

氏 名            

登録番号     第     号   

登録年月日    年  月  日   

 

 

記 

 

1 変更内容 

 

登 録 事 項 変 更 

 

写真 

1 縦4.5cm、横3.5

cmの写真の裏面に

氏名及び撮影年月

日を記入してのり

で貼り付けてくだ

さい。 

2 貼付した写真は

免許証に転写され

ます。 

 

ふ り が な 

氏 名     

  

2 変更年月日 

 

3 変更の理由 

(日本産業規格A列4番) 
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別記第4号様式（第7条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二級 

木造 
 建築士免許証再交付申請書 

 

 私は、このたび免許証を汚損、亡失しましたので、下記のとおり再交付を申請します。 

 

 

 

年  月  日   

 

 

 

 和歌山県知事 様 

 

 

申請者 住 所            

氏 名            

 

 

記 

 

1 
ふ り が な 

氏 名 
  写真 

1 縦4.5cm、横3.5cm

の写真の裏面に氏名

及び撮影年月日を記

入してのりで貼り付

けてください。 

2 貼付した写真は免

許証に転写されます。 

 

2 生 年 月 日   

3 性 別   

4 本 籍   

5 登 録 番 号   

6 登 録 年 月 日   

7 
汚 損 又 は 亡

失の年月日 
  

8 汚損又は亡失の理由 

(具体的に詳しく記入のこと。) 

  

(日本産業規格A列4番) 
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別記第5号様式（第8条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

死 亡 等 届 出 書 

 

 建築士法第8条の2の規定により、関係書類を添えて下記のとおり届け出ます。 

 

年  月  日    

  和歌山県知事 様 

 

届出者 住所                     

 

氏名                     

 

 

 

 

記 

 

  

届出の理由 

1 

死亡 

2 

建築士法第7条第2

号又は第3号に該当 

3 

建築士法施行規則

第5条の2に該当 

  

被

届

出

者

の

登

録

事

項

等 

ふ り が な 

氏 名 

  

生 年 月 日          年   月   日 

性 別 
  

本 籍 地 

(都道府県名

又は国籍名) 

  

登 録 番 号 
 二級

木造 
第              号 

登録年月日          年   月   日 

届出事由の生じた日          年   月   日 

 被届出者と

届出者との関係 

1 

 相続人 

2 

 本人 

3 

 (1)本人 

 (2)法定代理人 

 (3)同居の親族 

注 「届出の理由」、「登録番号」及び「被届出者と届出者との関係」につ

いては、それぞれ該当する事項の数字等を○で囲んでください。 
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別記第5号様式の2（第8条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二級 

木造 
建築士免許取消申請書 

 私は、このたび 
二級 

木造 
建築士の免許を取り消したいので、免許証を添えて、下記の 

とおり申請します。 

 

年  月  日 

 

 和歌山県知事 様 

 

申請者 住 所          

氏 名          

 

記 

 
 1 

ふ り が な 

氏 名 
  

 

 2 生 年 月 日   

 3 性 別   

 4 本 籍 地   

 5 登 録 番 号   

 6 登 録 年 月 日   

 7 取 消 理 由 

  

(日本産業規格A列4番) 
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別記第5号様式の3（第8条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

失 踪 宣 告 届 出 書 

 

 

 下記の者は、 年  月  日に失踪の宣告を受けましたので、建築士法施行細則第8

条第4項の規定により、関係書類を添えて届け出ます。 

 

年   月   日 

 

  和歌山県知事 様 

 

 

届出義務者 住所                  

 

氏名                  

 

(下記の者との続柄) 

 

 

 

記 

  
  ふりがな 

1 氏 名 
  

  

2 生年月日 年    月    日 

3 性 別   

4 本籍地 

 (都道府県名

又は国籍名) 

  

5 登録番号 
  二級 

  木造 
  第          号 

6 登録年月日 年    月    日 

  

(日本産業規格A列4番) 
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 別記第8号様式から別記第10号様式までを次のように改める。 
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別記第8号様式（第38条関係） 
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【別添1】 

役員名簿 

〔記入注意〕 

1 「変更前」及び「変更後」における全ての役員を記入してください。 

2 全ての役員についてこの書類に記入しきれない場合は、備考の「有」の□の中にレを付けた上で、この書類に記入しきれない

部分を別紙に記入して添えてください。 

変 更 前 変 更 後 

ふりがな 

氏 名 
役 名 

ふりがな 

氏 名 
役 名 生 年 月 日 

    男 

・ 

女 

  
明治・大正 

昭和・平成 
年   月   日 

    男 

・ 

女 

  
明治・大正 

昭和・平成 
年   月   日 

    男 

・ 

女 

  
明治・大正 

昭和・平成 
年   月   日 

    男 

・ 

女 

  
明治・大正 

昭和・平成 
年   月   日 

    男 

・ 

女 

  
明治・大正 

昭和・平成 
年   月   日 

    男 

・ 

女 

  
明治・大正 

昭和・平成 
年   月   日 

    男 

・ 

女 

  
明治・大正 

昭和・平成 
年   月   日 

    男 

・ 

女 

  
明治・大正 

昭和・平成 
年   月   日 

    男 

・ 

女 

  
明治・大正 

昭和・平成 
年   月   日 

    男 

・ 

女 

  
明治・大正 

昭和・平成 
年   月   日 

    男 

・ 

女 

  
明治・大正 

昭和・平成 
年   月   日 

    男 

・ 

女 

  
明治・大正 

昭和・平成 
年   月   日 

    男 

・ 

女 

  
明治・大正 

昭和・平成 
年   月   日 

    男 

・ 

女 

  
明治・大正 

昭和・平成 
年   月   日 

    男 

・ 

女 

  
明治・大正 

昭和・平成 
年   月   日 

 (備考) 

    別紙 有 □ 

       無 □ 
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【別添2】 
所属建築士変更事項 

〔記入注意〕 
1 下欄「現行の所属建築士及び所属を外れた建築士」においては、従前に登録された全ての所属建築士を記入の上、所属を外れ
た建築士について、所属が外れた年月日を記入してください。 

2 この書類に記入しきれない場合は、備考の「有」の□の中にレを付けた上で、この書類に記入しきれない部分を別紙に記入し
て添えてください。 

○新たに所属建築士となった建築士 

氏 名 

一級建築士、二

級建築士又は木

造建築士の別 

登録番号 

登録を受けた都

道府県名(二級

建築士又は木造

建築士の場合) 

構造設計一級建

築士又は設備設

計一級建築士で

ある場合にあっ

ては、その旨 

構造設計一級建

築士証又は設備

設計一級建築士

証の交付番号 

  所属した

年 月 日 

              

              

              

              

○現行の所属建築士及び所属を外れた建築士 

氏 名 

一級建築士、二

級建築士又は木

造建築士の別 

登録番号 

登録を受けた都

道府県名(二級

建築士又は木造

建築士の場合) 

構造設計一級建

築士又は設備設

計一級建築士で

ある場合にあっ

ては、その旨 

構造設計一級建

築士証又は設備

設計一級建築士

証の交付番号 

 所属を外れた

年 月 日 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

(備考) 

 

別紙 有 □ 

   無 □ 

変 更 前 変 更 後 

 計 

一級建築士         名 

二級建築士         名 

木造建築士         名 

構造設計一級建築士     名 

設備設計一級建築士     名 

 計 

一級建築士         名 

二級建築士         名 

木造建築士         名 

構造設計一級建築士     名 

設備設計一級建築士     名 
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別記第9号様式（第39条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃 業 等 届 書 

 

 

  建築士法第23条の7の規定により下記事項を届け出ます。 

登録番号( )第  号            

登録年月日     年 月 日       

事務所所在地                

名称又は商号                

登録申請氏名                

記 

摘 要 事 実 発 生 年 月 日 

1  建築士事務所の業務の廃止   

2  開設者が死亡   

3  開設者が破産   

4  合併による解散   

5 
 破産又は合併以外の事由による

解散 
  

(注)該当する欄の数字を○で囲むこと。 

 

 

     年  月  日 

届出者 
住 所           

氏 名           

 

  和歌山県知事 様 

(日本産業規格A列4番) 
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別記第10号様式（第45条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No.       

 

 

閲覧申込書 

 

 

年  月  日      

 

 

 

 

 和歌山県知事 様 

 

 

 

住 所              

氏 名              

閲覧しようと

する建築士又

は建築士事務

所等 

登録番号   

氏名又は名称   

住所又は所在地   

  閲 覧 目 的   

  閲 覧 書 類   

  閲 覧 月 日 年  月  日 検 収   

  備 考   

(日本産業規格A列4番) 
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   附 則 

 （施行期日） 

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。 

 （経過措置） 

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕っ

て使用することができる。 

 

和歌山県規則第71号 

漁港漁場整備法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和3年3月31日 

 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

漁港漁場整備法施行細則の一部を改正する規則 

漁港漁場整備法施行細則（昭和49年和歌山県規則第92号）の一部を次のように改正する。 

別記第1号様式から別記第4号様式までを次のように改める。 
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別記第1号様式（第2条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地 

水面 
の立入(使用)許可申請書 

年  月  日 

 

  和歌山県知事 様 

 

住所               

氏名 
法人にあってはその

名称及び代表者の氏名 
 

 次のとおり 
土 地 

水 面 
の立入(使用)をしたいので、漁港漁場整備法第24条第1項(法第36条 

第1項において準用する場合を含む。)の規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

 

1 漁港名 

 

 

2 
土 地 

水 域 
の立入(使用)の目的 

3 
土 地 

水 域 
の立入(使用)の場所 

4 
土 地 

水 域 
の立入(使用)の面積 

5 
土 地 

水 域 
の立入(使用)の期間 
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別記第2号様式（第3条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漁港施設処分許可申請書 

 

 

年  月  日 

 

 

  和歌山県知事 様 

 

 

住所               

氏名 
法人にあってはその名

称及び代表者の氏名 
 

 

 

 次のとおり漁港施設を処分したいので、漁港漁場整備法第37条第1項の規定により、関係

書類を添えて申請します。 

 

 

1 漁港名 

 

 

2 漁港施設の名称、構造及び機能 

 

 

3 所在の場所 

 

 

4 漁港施設設置の経緯 

 

 

5 漁港施設を処分しようとする理由及び内容 

 

 

6 漁港施設の処分後の処置 
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別記第3号様式（第4条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漁港の区域内の 
水 域 

公共空地 
における     の許可申請書 

 

年  月  日 

 

  和歌山県知事  様 

 

住所               

氏名 
法人にあってはその

名称及び代表者の氏名 
 

 次のとおり漁港の区域内の 
水 域 

公共空地 
において    をしたいので、漁港漁場整備 

法第39条第1項の規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

 

1 漁港名 

 

2 許可を受けようとする理由 

 

3 許可を受けようとする行為の内容 

 

 (1) 種類 

 (2) 目的 

 (3) 期間 

 (4) 場所 

 (5) 面積 

 (6) 数量 

 (7) 方法 

注  

1 種類欄には、工作物の建設又は改良、土砂の採取、土地の掘削又は盛土、汚水の放流

又は汚物の放棄、水面又は土地の占用の別を記載すること。 

2 数量欄には、汚水の放流の場合には汚水の水質及び水量を、汚物の放棄の場合には汚

物の種類ごとの数量を記載すること。 

3 方法欄には、請負、委託等の方法により許可を受けた行為を行う場合に、請負人(予

定者)、受託者(予定者)等の氏名又は名称及び住所を記載すること。 
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別記第4号様式（第5条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漁港の区域内の 
水 域 

公共空地 
における     についての協議書 

第     号 

年  月  日 

 

  和歌山県知事  様 

 

住所               

名称及び代表者の氏名       

 次のとおり漁港の区域内の 
水 域 

公共空地 
において    をしたいので、漁港漁場整備 

法第39条第4項の規定により、関係書類を添えて協議します。 

 

 

1 漁港名 

 

2 協議をしようとする理由 

 

3 協議をしようとする行為の内容 

 

 (1) 種類 

 (2) 目的 

 (3) 期間 

 (4) 場所 

 (5) 面積 

 (6) 数量 

 (7) 方法 

注 種類、数量、方法の各欄には、別記第3号様式の相当欄の記載事項に準じて記載するこ

と。 



    和歌山県報  号外（18） 令和 3年 3月 31 日（水曜日） 

－ 111 － 

 別記第5号様式中「別記第5号様式」を「別記第5号様式（第8条関係）」に改め、別記第6号様式及び別

記第7号様式を次のように改める。 
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別記第6号様式（第11条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

許可事項等変更許可申請書 

 

年  月  日 

 

  和歌山県知事  様 

 

住所               

氏名 
法人にあってはその名

称及び代表者の氏名 
 

 次のとおり許可事項等を変更したいので漁港漁場整備法施行細則第11条の規定により関

係書類を添えて申請します。 

 

 

1 漁港名 

 

2 変更理由 

 

3 変更しようとする内容 

 

 (1) 種類 

 (2) 目的 

 (3) 期間 

 (4) 場所 

 (5) 面積 

 (6) 数量 

 (7) 方法 

添付書類 
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別記第7号様式（第12条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工 事 等 着 手 ・ 完 了 届 

 

年  月  日 

 

  和歌山県知事  様 

 

住所               

氏名 
法人にあってはその名

称及び代表者の氏名 
 

 

          に着手 

 次のとおり工事等      したので、漁港漁場整備法施行細則第12条の規定により届

          を完了 

け出ます。 

 

1 漁港名 

 

 

2 工事等の許可年月日及び指令番号                       

 

 

3 工事等の名称 

 

 

4 工事等の場所 

 

 

5 許可を受けた工事等の期間 
   着手予定     年  月  日 

   完了予定     年  月  日 

6 工事等の着手完了年月日         年  月  日 
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附 則 

（施行期日） 

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。 

（経過措置） 

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕っ

て使用することができる。 

 

和歌山県規則第72号 

和歌山県漁港管理条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和3年3月31日 

 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

和歌山県漁港管理条例施行規則の一部を改正する規則 

和歌山県漁港管理条例施行規則（昭和42年和歌山県規則第38号）の一部を次のように改正する。 

別記第1号様式から別記第3号様式までを次のように改める。 
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別記第1号様式（第5条関係） 

  

工作物の新築 

工作物の改築 

土砂の採取 

土地の掘さく 

承認申請書 

年  月  日 

  和歌山県知事 様 

 

住 所            

申請者                

氏 名            

 

下記のとおり指定区域内において 

工作物の新築 

工作物の改築 

土砂の採取 

土地の掘さく 

の承認を受けたいので関係書類を添 

えて申請します。 

記 

漁 港 名 
  

作 業 の 場 所 
  

作業目的及び

内 容 

  

作 業 の 期 間 
  

土地所有者名 
  

(注) 添付書類 

    位置図、平面図、構造図、利害関係者の同意書（利害関係者の同意が得られない場合は、 

その理由を示した書面）その他知事が必要と認める書類 
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別記第2号様式（第5条関係） 

 

危険物等荷役許可申請書 

年  月  日 

  和歌山県知事 様 

申請者 

住 所            

氏 名            

 下記のとおり荷役の許可を受けたいので申請します。 

記 

荷役をしようとする危険

物等の品名数量 

  

船舶の種類及び総トン数 

  

停 係 泊 の 期 間 

  

荷役をしようとする場所 

  

荷役をしようとする期間 

  

荷役取扱責任者住所氏名 
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別記第3号様式（第5条関係） 

 

漁港施設の 

占 用 
工作物の新築 
工作物の改築 
工作物の増築 
工作物の除去 

許可申請書 

年  月  日 

  和歌山県知事 様 

申請者 
住 所            

氏 名            

 下記のとおり漁港施設の占用、工作物の新築、改築、増築、除去の許可を受けたいので関係

書類を添えて申請します。 

記 

漁 港 名 漁 港 

漁港施設の名称 
  

場 所 
  

面 積 
  

期 間     年  月  日から 
    年  月  日まで 日間 

占用の目的又は

工作物の新築、

増築若しくは除

去の内容 

  

（注） 添付書類 

    位置図、実測平面図、構造図、求積図、利害関係者の同意書（利害関係者の同意が得ら 

れない場合は、その理由を示した書面）その他知事が必要と認める書類 
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 別記第4号様式及び別記第5号様式を次のように改める。 
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別記第4号様式（第6条関係） 

 

漁 港 施 設 使 用 届 書 

年  月  日 
        様 

届出者 
住 所            

氏 名            

 下記のとおり漁港施設を使用したいので届け出ます。 

記 

漁 港 名 漁 港 

船 名 

  

船舶の種類、総トン数

及び船長 

  

船舶番号、船舶検査済

票の番号又は漁船登録

番 号 

  

漁 港 施 設 の 名 称 

  

使 用 期 間     年  月  日から 
    年  月  日まで 日間 

使 用 目 的 
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別記第5号様式（第7条関係） 

 

漁港施設占使用 
中止 
完了 
廃止 

届書 

年  月  日 

        様 

届出者 
住 所       

氏 名            

下記のとおり漁港施設の占使用を 
中止 
完了 
廃止 

したので届け出ます。 

記 

占使用許可年月日及び指令番号 
  

占 使 用 施 設 の 名 称 
  

占 使 用 施 設 の 場 所 
  

占 使 用 面 積 
  

占使用の中止又は廃止の理由 
  

原 状 回 復 状 況 
  

占 使 用 期 間 完 了 年 月 日 年  月  日 

占使用の中止又は廃止年月日 年  月  日 
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別記第7号様式を次のように改める。 
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別記第7号様式（第9条関係） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

利用料金 
減額 

免除 
承認申請書 

 

年  月  日  

 

  指定管理者          様 

 

 

申請者 
住 所               

氏 名               

  

 下記のとおり利用料金の 
減額 

免除 
の承認を受けたいので申請します。 

 

記 

 

使用許可年月日及び番号   

船 名   

船舶番号、船舶検査済票番

号 又 は 漁 船 登 録 番 号 
  

使 用 施 設 の 名 称   

使 用 施 設 の 場 所   

利 用 料 金   

減額又は免除を受ける理由   
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 別記第9号様式を次のように改める。 
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別記第9号様式（第11条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和歌浦漁港指定管理者指定申請書 

 

年  月  日   

 

  和歌山県知事 様 

 

(申請者)                   

主たる事務所の所在地             

団体の名称                  

代表者の氏名                 

 

 和歌山県漁港管理条例第20条の規定により、和歌浦漁港の県管理漁港施設の指定管理者

の指定を受けたいので申請します。 
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附 則 

（施行期日） 

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。 

（経過措置） 

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕っ

て使用することができる。 

 

和歌山県規則第73号 

 和歌山県漁港海岸休憩施設設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  令和3年3月31日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

   和歌山県漁港海岸休憩施設設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則 

 和歌山県漁港海岸休憩施設設置及び管理条例施行規則（平成17年和歌山県規則第31号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

 （施行期日） 

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。 

 （経過措置） 

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕っ

て使用することができる。 

 

和歌山県規則第74号 

海岸保全区域等における占用等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和3年3月31日 

 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

海岸保全区域等における占用等に関する規則の一部を改正する規則 

海岸保全区域等における占用等に関する規則（平成22年和歌山県規則第7号）の一部を次のように改正

する。 

別記第1号様式から別記第8号様式までを次のように改める。 

改 正 後 改 正 前

別記様式（第 6条関係） 別記様式（第 6条関係）

和歌山県漁港海岸休憩施設指定管 和歌山県漁港海岸休憩施設指定管
理者指定申請書 理者指定申請書

略 略
代表者の氏名 代表者の氏名 印

略 略
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別記第1号様式（第2条関係） 

 

 

年  月  日   

 

 和歌山県知事 様 

 

住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)    

氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)     

 

占用許可申請書 

 

 下記のとおり、海岸保全区域(一般公共海岸区域)を占用したいので、海岸法第7条第1項

(第37条の4)の規定により許可願います。 

記 

占 用 の 目 的   

占 用 の 期 間     年  月  日から   年  月  日まで 

占 用 の 場 所   

施設又は工作物

の種類及び構造 
  

占用の面積等   

工事実施の方法   

工事実施の期間     年  月  日から   年  月  日まで 

添付書類 

 (1) 位置図、平面図、横断図及び求積図 

 (2) 施設又は工作物の構造図及び設計計算書 

 (3) 現況写真 

 (4) 当該占用に関し、直接利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書 

 (5) その他知事が必要と認める図書  
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別記第2号様式（第2条関係） 

 

 

年  月  日   

 

 和歌山県知事 様 

 

住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)    

氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)    

 

土石採取許可申請書 

 

 下記のとおり、海岸保全区域(一般公共海岸区域)内で土石(砂を含む。以下同じ。)を採

取したいので、海岸法第8条第1項(第37条の5)の規定により許可願います。 

 

 

記 

採 取 の 目 的   

採 取 の 期 間    年  月  日から   年  月  日まで 

採取の場所及

び土地の面積 
  

採 取 の 方 法   

採 取 量   

添付書類 

 (1) 位置図、平面図、横断図及び求積図 

 (2) 土量計算書 

 (3) 現況写真 

 (4) 当該行為に関し、直接利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書 

 (5) その他知事が必要と認める図書  
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別記第3号様式（第2条関係） 

 

 

年  月  日   

 

 和歌山県知事 様 

 

住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)    

氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)    

 

施設又は工作物の新設(改築)許可申請書 

 

 下記のとおり、海岸保全区域(一般公共海岸区域)内で施設又は工作物を新設(改築)した

いので、海岸法第8条第1項(第37条の5)の規定により許可願います。 

 

記 

目 的   

場 所   

施設又は工作

物 の 構 造 
  

工事実施方法   

工事実施期間      年  月  日から    年  月  日まで 

添付書類 

 (1) 位置図、平面図、横断図及び求積図 

 (2) 施設又は工作物の構造図及び設計計算書 

 (3) 現況写真 

 (4) 当該行為に関し、直接利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書 

 (5) その他知事が必要と認める図書  
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別記第4号様式（第2条関係） 

 

 

年  月  日   

 

 和歌山県知事 様 

 

住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)    

氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)    

 

土地の掘削等許可申請書 

 

 下記のとおり、海岸保全区域(一般公共海岸区域)内で土地の掘削(盛土・切土・その他政

令で定める行為)を行いたいので、海岸法第8条第1項(第37条の5)の規定により許可願いま

す。 

 

記 

行為の目的   

行為の内容   

行為の期間      年  月  日から    年  月  日まで 

行為の場所   

行為の方法   

添付書類 

 (1) 位置図、平面図、横断図及び求積図 

 (2) 土量計算書 

 (3) 現況写真 

 (4) 当該行為に関し、直接利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書 

 (5) その他知事が必要と認める図書  
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別記第5号様式（第3条関係） 

 

 

 

年  月  日   

 

 和歌山県知事 様 

 

住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)    

氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)    

 

占用許可更新申請書 

 

 下記のとおり、占用の許可の期間を更新したいので許可願います。 

 

記 

占 用 の 場 所   

占用の面積等   

許 可 年 月 日       年  月  日  指令  第   号 

許 可 期 間       年  月  日から  年  月  日まで 

更 新 期 間       年  月  日から  年  月  日まで 

更 新 の 理 由   

添付書類 

 (1) 位置図、平面図、横断図及び求積図 

 (2) 施設又は工作物の構造図及び設計計算書 

 (3) 現況写真 

 (4) 当該占用に関し、直接利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書 

 (5) 現許可書の写し 

 (6) その他知事が必要と認める図書  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    和歌山県報  号外（18） 令和 3年 3月 31 日（水曜日） 

－ 131 － 

別記第6号様式（第4条関係） 

 

 

 

年  月  日   

 

 

 和歌山県知事 様 

 

住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)    

氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)    

 

許可事項変更申請書 

 

 下記のとおり、許可事項を変更したいので許可願います。 

 

記 

場 所   

許可年月日      年   月  日   指令  第   号 

変更

事項 

新   

旧   

変更の理由   

添付書類 

 (1) 現許可書の写し 

 (2) 現許可の申請時添付図書と同種のもので新旧を対照できるもの 

 (3) その他知事が必要と認める図書  
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別記第7号様式（第5条関係） 

 

 

年  月  日   

 

 和歌山県知事 様 

 

住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)    

氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)    

 

届 出 書 

 

 下記のとおり、海岸保全区域等における占用等に関する規則第5条第1項の規定に基づき

届け出ます。 

 

記 

場 所   

行為の種類   

許可年月日      年  月  日   指令  第   号 

許 可 期 間      年  月  日 から   年  月  日まで 

届 出 事 項   

 

添付書類 

 許可書の写し  
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別記第8号様式（第5条関係） 

 

 

年  月  日   

 

 和歌山県知事 様 

 

住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)    

氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)    

 

承継届出書 

 

 下記のとおり、許可を受けた者の権利及び義務を承継したので、海岸保全区域等におけ

る占用等に関する規則第5条第2項の規定により届け出ます。 

 

記 

場 所   

行 為 の 種 類   

面積・数量等   

許 可 年 月 日     年  月  日   指令  第   号 

許 可 期 間     年  月  日から   年  月  日まで 

許可を受けた者

の住所及び氏名

(法人にあって

は事業所の所在

地、名称及び代

表者の氏名) 

 住 所 

(所在地) 
  

 氏 名 

(名称及び代表者氏名) 
  

承 継 理 由   

添付書類 

 (1) 現許可書の写し 

 (2) 戸籍謄本、法人登記簿謄本その他承継の事実を証する書面  
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 別記第10号様式を次のように改める。 
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別記第10号様式（第10条関係） 

 

 

年  月  日   

 

 和歌山県知事 様 

 

住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)    

氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)    

 

占用料等の減免申請書 

 

 和歌山県海岸占用料等徴収条例第3条の規定により、占用料等の減免を申請します。 

 

記 

占 用 等 場 所   

占用等の期間     年  月  日から   年  月  日まで 

占用等の面積

・ 数 量 等 
  

占用等の目的   

占 用 料 等   

減免を受けよ

う と す る 額 
  

減免を受けよ

うとする理由 
  

備 考   

添付書類 

 その他減免の根拠となるべき参考資料  
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附 則 

（施行期日） 

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。 

（経過措置） 

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕っ

て使用することができる。 

 

和歌山県規則第75号 

 和歌山県港湾施設管理条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  令和3年3月31日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

   和歌山県港湾施設管理条例施行規則の一部を改正する規則 

 和歌山県港湾施設管理条例施行規則（昭和32年和歌山県規則第2号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 別記第1号様式の2から別記第2号様式までを次のように改める。 

 

 

改 正 後 改 正 前

別記第 1 号様式（第 2 条関係） 別記第 1 号様式（第 2 条関係）
入港前手続様式（その 1 ） 入港前手続様式（その 1 ）

略 略

略 略

入港前手続様式（その 2 ） 入港前手続様式（その 2 ）

略 略

注 1 ・ 2 略 注 1 ・ 2 略
注 3 「申請者名」の欄については、港長に対 注 3 「申請者名」の欄については、港長に対

して申請を行うに当たっては、署名するこ して申請を行うに当たっては、署名又は記
と。 名押印すること。

注 4 ～13 略 注 4 ～13 略
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別記第1号様式の2（第2条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小型船舶係留施設(浮桟橋)使用許可申請書 

 

  年  月  日        

 和歌山県知事 様 

申

請

者 

氏名(法人にあっては名称、代表者及び艇管理責任者氏名) 

フリガナ 

        

住所(法人にあっては主たる事務所の所在地) 電話番号 

 

ファックス番号   

勤務先名称 電話番号 

 

ファックス番号 

  

 

下記のとおり使用したいので、和歌山県港湾施設管理条例第4条第1項の規定により申請します。 

記 

使用期間    年  月  日 から   年  月  日 まで 

使用料金 ※ 

所有形態 1 個人所有    2 法人所有    3 共同所有 

小型船舶操縦士免状   級 番号 

 
 

申

込

艇 

船名 船種 全長  船幅 

    
メートル メートル 

総トン数 船舶検査済票番号 船籍港又は定係港 

      

メーカー形式 緊急連絡先(携帯電話等) 係留場所 

    ※ 

その他(加入クラブ等) 

 備考 

  1 ※印欄には、記入しないこと。 

  2 共同所有艇については、その代表者が申請者となり、別に共同所有者名簿を提出すること。 

  3 申請者の勤務先名称欄及び小型船舶操縦士免状欄は、申請者が個人の場合に限り、記入して

ください。 

  4 所有形態欄は、該当する数字を○で囲んでください。 

  5 添付書類 

   (1) 船舶検査証書、船舶検査手帳、記載事項全部証明書及び船舶操縦士免許の写し 

   (2) 申請者の住民票又は法人登録簿謄本(いずれも、3か月以内に発行されたものであるこ

と。)の写し 

   (3) 船舶の全体写真 

   (4) その他申請に必要な書類 
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別記第1号様式の3（第2条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

小型船舶係留施設(その他)使用許可申請書 

  

  年  月  日 

   

          様 

住 所            

申請者                

氏 名            

 下記のとおり使用したいので、和歌山県港湾施設管理条例第 4条第 1 項の規定により申

請します。 

記 

使 用 場 所          港(      地区)小型船舶係留施設 

船 名   

舶 種   

全 長   

船 幅   

総 ト ン 数   

使 用 期 間 
   年   月   日から   年   月   日までの 

                         箇月間 

使用料 

※ 

(利用料金) 

円 

船舶使用目的   

船舶登録(検査証)番号   

加入クラブ等   

 注 ※印欄は、記入しないこと。 

 添付書類 

  1 船舶登録又は小型船舶検査機構検査済証の写し 

  2 使用者の住民票又は法人登録簿謄本(いずれも、3か月以内に発行されたものであ

ること。)の写し 

  3 船舶の全体写真 

  4 その他申請に必要な書類 
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別記第2号様式（第2条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

鉄 道 使 用 許 可 申 請 書 

  

  年  月  日 

  

 和歌山県知事     様 

住 所            

申請者                

氏 名            

 下記のとおり使用したいので、和歌山県港湾施設管理条例第 4条第 1項の規定により申

請します。 

記 

使 用 場 所 

  

施 設 名 和歌山港臨港鉄道 延長          メートル 

使 用 期 間     年   月   日から   年   月   日まで 

使 用 目 的 

  

通 過 車 両 数 

( 1 年間推定) 

貨 車           両 

計           両 

客 車           両 

使 用 料 金 円 

 添付図書 

  1 施設平面図 

  2 運輸計画書 

  3 その他申請に必要な図書 
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 別記第6号様式から別記第7号様式の2までを次のように改める。 
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別記第6号様式（第2条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

港湾環境整備施設使用許可申請書 

  

  年  月  日 

  

          様 

  

申請者 住 所           

氏 名           

電話番号          

 法人にあっては、主たる事務所の所在地、名

称、代表者の氏名及び電話番号 

 下記のとおり港湾環境整備施設を使用したいので、和歌山県港湾施設管理条例第 4条第

1項の規定により申請します。 

記 

使 用 施 設 名 運動広場・庭球場・ゲートボール場 

使 用 の 目 的 

  

使 用 の 日 時 月   日 

1 午前 9時から正午まで 

2 午後 1時から午後 5時まで 

3 午前 9時から午後 5時まで 

使 用 人 員                    人 

使 用 責 任 者 氏 名 

  使用料 

※ 

(利用料金) 

円 

その他必要な事項 

  

 注 ※欄は記入しないこと。 
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別記第7号様式（第2条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

港湾施設用地使用許可申請書 

 

 

年  月  日  

 

 

  和歌山県知事        様 

 

住 所                
申請者                    

氏 名                

 

 下記のとおり使用したいので、和歌山県港湾施設管理条例第4条第2項の規定により申請

します。 

 

記 

 

1 場 所 

  

4 使用期間 
年  月  日から 

 
年  月  日まで 

2 面 積 

  

5 工事期間 
年  月  日から 

 
年  月  日まで 

3 目 的 

      

 添付図書類 

  1 位置図(縮尺1／50,000以上) 

  2 平面図(縮尺1／600以上) 

  3 求積図(縮尺1／100以上) 

  4 断面図(縮尺1／100以上) 

  5 構造図(縮尺1／100以上) 

  6 仕様図 

  7 設計図 

  8 利害関係者承諾書 

  9 その他申請に必要な図書 

  ※1～3は必須、それ以外の図書は必要に応じ添付すること。 
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別記第7号様式の2（第2条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

港湾施設内行為許可申請書 

 

年  月  日 

 

   和歌山県知事 様 

 

住 所               

申請者               

氏 名               

 

   下記のとおり港湾施設内で行為をしたいので、和歌山県港湾施設管理条例第4条の2

の規定により申請します。 

 

記 

 

行為の場所 
  

行為の目的 
  

行為の内容 
  

行為の期間 
  

その他必要な事項 
  

 

   添付書類 

  1 位置図(縮尺1／50,000以上) 

2 平面図(縮尺1／600以上) 

3 求積図(縮尺1／100以上) 

4 断面図(縮尺1／100以上) 

5 構造図(縮尺1／100以上) 

6 仕様図 

7 設計図 

8 利害関係人の承諾書 

9 その他申請に必要な図書 

※1～3は必須、それ以外の図書は必要に応

じ添付すること。 
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 別記第10号様式及び別記第11号様式を次のように改める。 
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別記第10号様式（第3条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 港湾施設工作物(設備)設置(変更・継続)

使用許可申請書 

 

  年  月  日 

 和歌山県知事     様 

住 所            

申請者                

氏 名           

 下記のとおり港湾施設における工作物(設備)設置(変更・継続)使用の許可を申請します。 

記 

1 場 所 

  

  

  

  

4 使用期間 

  年  月  日から 

  年  月  日まで 

2 面 積 

  

  

  

  

5 工事期間 
  年  月  日から 

  年  月  日まで 

3 目 的 

  

  

  

  

    

 添付図書類 

  1 位置図(縮尺 1／50,000 以上) 

2 平面図(縮尺 1／600 以上) 

3 求積図(縮尺 1／100 以上) 

4 断面図(縮尺 1／100 以上) 

5 構造図(縮尺 1／100 以上) 

6 仕様図 

7 設計図 

8 利害関係者承諾書 

9 その他申請に必要な図書 
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別記第11号様式（第4条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

港湾施設使用料減免申請書 

 

 

年  月  日  

 

 

 和歌山県知事        様 

 

住 所                
申請者                    

氏 名                

 

 下記のとおり港湾施設使用料の減免を受けたいので、申請します。 

 

記 

港 湾 名 

  

使 用 施 設 の 名 称 

  

使 用 期 間 年 月 日 時 分～   年 月 日 時 分 

使 用 数 量 

  

使 用 料 金 

  

減免を受けようとする額 

  

減免を受けようとする理由 

  

備 考 
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 別記第13号様式を次のように改める。 
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別記第13号様式（第7条の7関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受 領 書 

 

年  月  日 

 

 和歌山県知事 様 

 

返還を受けた者           

住 所               

氏 名               

 

下記のとおり物件(現金)の返還を受けました。 

 

記 

返還を受けた日時 
  

返還を受けた場所 
  

返

還

を

受

け

た

物

件 

整 理 番 号 
  

名称又は種類 
  

形 状 
  

数 量 

  

(返還を受けた現金の額) 
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 別記第15号様式を次のように改める。 
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別記第15号様式（第9条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県管理港湾施設指定管理者指定申請書 

 

年  月  日  

 

 

 和歌山県知事 様 

 

 

(申請者)               

主たる事務所の所在地         

団体の名称              

代表者の氏名             

 

 

 和歌山県港湾施設管理条例施行規則(昭和32年和歌山県規則第2号)第9条の規定によ

り、県管理港湾施設の指定管理者の指定を受けたいので申請します。 
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   附 則 

 （施行期日） 

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。 

 （経過措置） 

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕っ

て使用することができる。 

 

和歌山県規則第76号 

和歌山県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のよう

に定める。 

令和3年3月31日 

 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

和歌山県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

和歌山県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例施行規則（平成20年和歌山県規則第47号）

の一部を次のように改正する。 

別記第1号様式を次のように改める。 
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別記第1号様式（第4条関係） 

 

 

  
届出済証番号 

(記入不要) 
  

プレジャーボート届出書 

年  月  日   

 和歌山県知事          様 

  所有者 

住 所   

フ リ ガ ナ   

氏 名  

所有権者、占有権者

又は使用権者の別 

所有権者・占有権者・

使用権者 

電 話 番 号   

 

  連絡先 

住 所   

フ リ ガ ナ   

氏 名  

電 話 番 号   

  

(法人の場合、本店又は主たる事務所等の所在地、法人

の名称、代表者氏名及び代表電話番号を記入してくださ

い。所有者が複数の場合、代表者の方について記入して

ください。緊急時等の連絡先も記入してください。) 

 和歌山県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例第9条の規定により、下記

のとおり届け出ます。 

記 

プレジャーボートの種類 モーターボート・ヨット・その他(          ) 

係留保管の場所及び方法

(係留保管の場所及びそ

の付近の見取図を添付し

てください。) 

重点調整区域名：                    

場所：     市・町・村    地先     港・川 

方法：     桟橋・杭・その他(        )   

係留工作物を所有する者   

船 名   

船舶の

諸 元 

総 ト ン 数   

長さ、幅、喫水 長さ：    m  幅：    m  喫水：    m 

船 質 FRP・木質・その他(     ) 

船 舶 番 号   
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 別記第3号様式を次のように改める。 
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別記第3号様式（第6条関係） 

 

 

  届出済証番号 

(記入不要) 

  

重点調整区域名 

(記入不要) 

  

 

プレジャーボート変更届出書 

 

年  月  日   

 

 和歌山県知事          様 

 

  所有者 

住 所   

フ リ ガ ナ   

氏 名  

電 話 番 号   

  
(法人の場合、本店又は主たる事務所等の所在

地、法人の名称、代表者氏名及び代表電話番

号を記入してください。所有者が複数の場

合、代表者の方について記入してください。) 

 

     年  月  日付けで届け出たプレジャーボート(届出済証番号      )

について、和歌山県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例第11条の規定によ

り、下記のとおり変更したので届け出ます。 

 

記 

 

変更事項 変 更 前 変 更 後 
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附 則 

（施行期日） 

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。 

（経過措置） 

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕っ

て使用することができる。 

 

和歌山県規則第77号 

 和歌山県が管理する港湾の臨港地区内の分区における建築物等の規制に関する条例施行規則の一部を改

正する規則を次のように定める。 

  令和3年3月31日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

   和歌山県が管理する港湾の臨港地区内の分区における建築物等の規制に関する条例施行規則の一部

を改正する規則 

 和歌山県が管理する港湾の臨港地区内の分区における建築物等の規制に関する条例施行規則（平成9年

和歌山県規則第35号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

 （施行期日） 

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。 

 （経過措置） 

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕っ

て使用することができる。 

 

和歌山県規則第78号 

 港湾区域における工事等の規制に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  令和3年3月31日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

   港湾区域における工事等の規制に関する規則の一部を改正する規則 

 港湾区域における工事等の規制に関する規則（平成5年和歌山県規則第65号）の一部を次のように改正

する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

 

 

 

改 正 後 改 正 前

別記様式（第 2 条関係） 別記様式（第 2 条関係）
臨港地区内の分区における建築物等に 臨港地区内の分区における建築物等に
係る条例第 3 条ただし書の規定による 係る条例第 3 条ただし書の規定による
許可申請書 許可申請書

略 略
印氏 名 氏 名 ○

略 略

改 正 後 改 正 前

別記第 1 号様式（第 3 条関係） 別記第 1 号様式（第 3 条関係）

水域、公共空地占用許可申請書 水域、公共空地占用許可申請書
略 略
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   附 則 

 （施行期日） 

氏名（名称） 氏名（名称） 印
略 略

別記第 2 号様式（第 3 条関係） 別記第 2 号様式（第 3 条関係）

土砂採取許可申請書 土砂採取許可申請書
略 略

氏名（名称） 氏名（名称） 印
略 略

別記第 3 号様式（第 3 条関係） 別記第 3 号様式（第 3 条関係）

工事許可申請書 工事許可申請書
略 略

氏名（名称） 氏名（名称） 印
略 略

別記第 4 号様式(第 3 条関係) 別記第 4号様式(第 3 条関係)

廃物投棄許可申請書 廃物投棄許可申請書
略 略

氏名（名称） 氏名（名称） 印
略 略

別記第 5 号様式（第 5 条関係） 別記第 5 号様式（第 5 条関係）

期間更新許可申請書 期間更新許可申請書
略 略

氏名（名称） 氏名（名称） 印
略 略

別記第 6 号様式（第 6 条関係） 別記第 6 号様式（第 6 条関係）

許可事項変更申請書 許可事項変更申請書
略 略

氏名（名称） 氏名（名称） 印
略 略

別記第 7 号様式（第 7 条関係） 別記第 7 号様式（第 7 条関係）

届 出 書 届 出 書
略 略

氏名（名称） 氏名（名称） 印
略 略

別記第 8 号様式（第 7 条関係） 別記第 8 号様式（第 7 条関係）

権利義務承継届出書 権利義務承継届出書
略 略

氏名（名称） 氏名（名称） 印
略 略

別記第10号様式（第12条関係) 別記第10号様式（第12条関係)
港湾占用料等減免申請書 港湾占用料等減免申請書

略 略
印氏名 氏名 ○

略 略
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1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。 

 （経過措置） 

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕っ

て使用することができる。 

 

和歌山県規則第79号 

和歌山県海浜公園管理規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和3年3月31日 

 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

和歌山県海浜公園管理規則の一部を改正する規則 

和歌山県海浜公園管理規則（平成6年和歌山県規則第53号）の一部を次のように改正する。 

別記第1号様式及び別記第2号様式を次のように改める。 
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別記第1号様式（第2条関係） 

 

 

海 浜 公 園 内 行 為 許 可 申 請 書 

年  月  日 

   和歌山県知事 様 

 

申請者 住 所            

(法人にあっては、その名称及び代表者氏名) 氏 名            

職  業             

電話番号           

 次の行為をしたいので、和歌山県海浜公園設置及び管理条例第 3条第 1項の規定により

申請します。 

行為を行う場所 
  

行為の目的 
  

行為面積         ㎡ 

行為の内容 
  

行為の期間     月  日  時から    月  日  時まで 

使用する機材等   

海浜公園の復旧方法 
  

その他必要な事項 
  

 備考 

  1 行為の内容の欄には、次の事項のほか必要と思われる事項を記入してください。 

   (1) 商行為の場合は、販売品目及びその値段並びに入場料 

   (2) 競技会、展示会等の場合は、参加者又は利用者の予定人数 

  2 添付図書 

   (1) 位置図、実測平面図、求積図その他行為の実施方法の表示に必要な図面 

   (2) 他の法令による許可等の写し 

   (3) 計画書、予定プログラム等参考となる資料 

  3 提出部数 2 部  

 

 

 

 

 

 

 



    和歌山県報  号外（18） 令和 3年 3月 31 日（水曜日） 

－ 159 － 

別記第2号様式（第2条関係） 

 

海浜公園内行為変更許可申請書 

 

年  月  日 

   和歌山県知事 様 

 

申請者 住 所            

(法人にあっては、その名称及び代表者氏名) 氏 名            

職 業            

電話番号           

 

 次のとおり変更したいので、和歌山県海浜公園設置及び管理条例第 3 条第 1項の規定に

より申請します。 

行為の種類 
  

許可を受けた年月日及び文書番号     年  月  日付け 指令第   号 

変更する事項 
  

変更する理由 
  

その他必要な事項 
  

 備考 

  1 変更する事項の欄には、変更前の事項と変更後の事項を比較対照して、明瞭に記載

してください。 

  2 添付書類 

    位置図、実測平面図、求積図その他行為の実施方法の表示に必要な図面 

  3 提出部数 2 部  
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附 則 

（施行期日） 

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。 

（経過措置） 

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕っ 

て使用することができる。 

 

和歌山県規則第80号 

 和歌山県みなとまち条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  令和3年3月31日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

   和歌山県みなとまち条例施行規則の一部を改正する規則 

 和歌山県みなとまち条例施行規則（平成27年和歌山県規則第41号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改 正 後 改 正 前

別記第 1 号様式（第 2 条関係） 別記第 1 号様式（第 2 条関係）
みなとまち施設利用許可申請書 みなとまち施設利用許可申請書

略 略
氏 名 氏 名 印

略 略

別記第 2 号様式（第 2 条関係） 別記第 2 号様式（第 2 条関係）
みなとまち港湾施設用地使用許可申請 みなとまち港湾施設用地使用許可申請
書 書

略 略
氏 名 氏 名 印

略 略

別記第 3 号様式（第 2 条関係） 別記第 3 号様式（第 2 条関係）
みなとまち施設内行為許可申請書 みなとまち施設内行為許可申請書

略 略
氏 名 氏 名 印

略 略

別記第 4 号様式（第 2 条関係） 別記第 4 号様式（第 2 条関係）
みなとまち施設継続使用許可申請書 みなとまち施設継続使用許可申請書

略 略
氏 名 氏 名 印

略 略

別記第 5 号様式（第 2 条関係） 別記第 5 号様式（第 2 条関係）
許可事項変更許可申請書 許可事項変更許可申請書

略 略
氏 名 氏 名 印

略 略

別記第 6 号様式（第 3 条関係） 別記第 6 号様式（第 3 条関係）
みなとまち施設工作物（設備）設置（ みなとまち施設工作物（設備）設置（
変更・継続）使用許可申請書 変更・継続）使用許可申請書

略 略
氏 名 氏 名 印

略 略

別記第 7 号様式（第 4 条関係） 別記第 7 号様式（第 4 条関係）
みなとまち施設使用料減免申請書 みなとまち施設使用料減免申請書

略 略
氏 名 氏 名 印

略 略
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   附 則 

 （施行期日） 

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。 

 （経過措置） 

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕っ

て使用することができる。 

    告     示 

和歌山県告示第322号 

 道路河川愛護奨励規程の一部を改正する告示を次のように定める。 

  令和3年3月31日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

 道路河川愛護奨励規程（昭和32年和歌山県告示第318号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

 （施行期日） 

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。 

 （経過措置） 

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕っ

て使用することができる。 

    収用委員会告示 

和歌山県収用委員会告示第3号 

 和歌山県収用委員会運営規程の一部を改正する告示を次のように定める。 

  令和3年3月31日 

和歌山県収用委員会会長職務代理者        

和歌山県収用委員会会長代理 名 手 孝 和  

別記第 9 号様式（第12条関係） 別記第 9号様式（第12条関係）
受 領 書 受 領 書

略 略
氏 名 氏 名 印

略 略

別記第11号様式（第14条関係） 別記第11号様式（第14条関係）
和歌山県みなとまち施設指定管理者指 和歌山県みなとまち施設指定管理者指
定申請書 定申請書

略 略
代表者の氏名 代表者の氏名 印

略 略

改 正 後 改 正 前

別記第 1 号様式（第 5 条関係） 別記第 1 号様式
道路河川愛護作業状況届書 道路河川愛護作業状況届書

略 略
印代表者 氏 名 代表者 氏 名 ○

略 略

備考 略 備考 略
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 和歌山県収用委員会運営規程（平成13年和歌山県収用委員会告示第5号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

 

 

 

 

 
 

   附 則 

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。 

    訓     令 

和歌山県訓令第14号 

庁中一般 

各 か い 

和歌山県営繕工事施行事務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

令和3年3月31日 

 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

和歌山県営繕工事施行事務規程の一部を改正する訓令 

和歌山県営繕工事施行事務規程（平成6年和歌山県訓令第14号）の一部を次のように改正する。 

別記第2号様式及び別記第3号様式を次のように改める。 

改 正 後 改 正 前

（議事録） （議事録）
第 8 条 会議を開き、又は審理を行った場合にお 第 8 条 会議を開き、又は審理を行った場合にお

いて、会長が必要と認める場合は、議事録を作 いて、会長が必要と認める場合は、議事録を作
成しなければならない。 成し、会長及び出席した委員が記名押印しなけ

ればならない。
2 略 2 略
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別記第2号様式（第5条関係） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

営 繕 工 事 完 成 通 知 書 

施設の名称   所在地   

区 分 1 新築 2 増築 3 改修(外部・内部)  4 (   ) 

 

 (建 物) 

建 物

名 称 

屋 根

の 種 類 

階

数 

構 造 
建築面積 

価格(円) 工事完成日 
備 考 

延床面積 区分 価 格 

                    
    

                    
    

                    
    

          

          

          

 

 (附属物及び施設) 

附属物又は施設の名称 構 造 数量 価 格(円) 工事完成日 備 考 

            

            

            

            

            

添付書類 

 1 関係図面(附近見取図、配置図、建物平面図、矩計図) 

 2 検査調書(写し) 

上記のとおり営繕工事を完了したので通知します。 

       年  月  日 

県土整備部都市住宅局公共建築課長(西牟婁振興局建設部長)  

 課(室)長     様 

  (各種委員会の事務局長) 
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別記第3号様式（第6条関係） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

営 繕 工 事 部 分 使 用 承 認 願 

 

年  月  日 

 

県土整備部都市住宅局公共建築課長 

  (西 牟 婁 振 興 局 建 設 部 長) 
様 

 

課(室)長         

(各種委員会等の事務局長) 

 

 下記工事について、和歌山県営繕工事施行事務規程第 6条の規定により、部分使用いた

したく承認をお願いします。 

 なお、使用に当たっては、建設工事請負契約書第 33 条の規定により、善良な管理者の

注意をもって使用するとともに、請負人に損害を及ぼし又は請負人の費用が増加したとき

は、その損害を賠償し又は増加費用を負担する義務があることを了解します。 

 

記 

工 事 年 度 ・ 番 号      年度   営 第     号 

工 事 名 

  

使 用 部 分 

  

  

  

  

必 要 と す る 理 由 

  

  

  

  

  

  

 (注) 別添平面図に使用したい部分を図示すること。 
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附 則 

（施行期日） 

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。 

（経過措置） 

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕っ

て使用することができる。 
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